
訳者まえがき

　本稿は、ヨーロッパ法協会（European Law Institute）（以下、「ELI」と

呼ぶ。）の報告書「オンラインプラットフォームに関するモデル準則（Mod-

el Rules on Online Platforms）」（以下、「モデル準則」という。）を訳出する

ものである。ELI は、2011年に、ヨーロッパ法の質の向上を目的として、ア

メリカ法律協会（ALI）の活動から発想を得て設立された非営利の独立機関

である。ELI は、1,400人以上の法学研究者や実務家を擁し、勧告の作成

や、ヨーロッパの法整備分野において実務的な指導も行っている。本モデル

準則は、2017年に立ち上げられた ELI のオンライン仲介プラットフォーム

に関するワーキンググループによって作成されたものであ
（1）
る。
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（＊）　Any intellectual property rights relating to these Model Rules belong to European 

Law Institute. They were translated into Japanese by Naoko Kawamura.
　　モデル準則の翻訳の許諾については、中田邦博教授（龍谷大学）から ELI のデジタル

法グループの主任であり、ELI のワーキンググループの共同監督者の一人でもあるクリ
ストフ・ブッシュ教授（オスナブリュック大学）に依頼をし、ブッシュ教授を介して同
意を得ることができた。この場を借りて、両教授に御礼を申し上げる。

（ 1 ）　ELI のモデル準則に関するワーキンググループは、クリストフ・ブッシュ教授を含
むオスナブリュック大学とヤギェウォ大学の学者有志によって立ち上げられたデジタル
サービス法に関する研究グループの研究が採択され、立ち上げられたものである。同学
者有志により2016年に公表された「オンライン仲介プラットフォームに関する指令のた
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　ELI のモデル準則に関する報告書は、 3 つのパートから成る。第 1 部（序

論）には本準則の背景事情の説明と本準則の規定全体が示されており、第 2

部では本準則の各規定とそれらに付された注釈を確認することができる。第

3 部には、本準則の前身である討議草案と本準則の対照表が掲載されてい

る。本稿では、便宜のため、原文では第一部に記載されていたグループメン

バーのリスト、文献リストおよび参照法令等のリストを第三部の最後に置い

ている。

　なお、モデル準則の概要と意義については、拙稿「オンラインプラットフ

ォームに関する ELI モデル準則─翻訳と紹介─」消費者法研究 8 号（2020

年）47頁～65頁を参照されたい。また、同稿において、すでに本報告書のモ

デル準則の条文部分の翻訳を資料として掲載しているが、本稿は、この条文

にコメントが付された完全版を訳出するものである。

序　　論

Ⅰ．概　　観

　オンラインプラットフォームの興隆は、近年の重要な経済的および社会的

発展の 1 つである。「プラットフォームエコノミー」の急速な成長は、変化

する市場構造を適切に反映するために、既存の規制枠組みを調整すべきかに

ついて議論を呼んでいる。とりわけ、提供者、顧客およびプラットフォーム

運用者の三角関係における権利・義務の再考が現在議論されている。最近で

は、ヨーロッパおよび各国の国内レベルで、プラットフォームエコノミーに

関する規制枠組みに向けた第一歩が踏み出されている。しかしながら、規制

は、分断され、ときに矛盾したままである。
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　めの討議草案」が本モデル準則の前身となった。討議草案の邦訳については、デジタ
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令 討議草案」國學院法学57巻 1 号（2019年）39頁以下を参照。
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　こうした背景のもと、ELI のプロジェクトチームは、現在行われている議

論に資するために、一連のモデル準則を作成した。このモデル準則は、規制

措置が必要だとすれば、バランスのとれたアプローチはどのようなものであ

るかを「視覚化」することも企図している。ELI のモデル準則がプラットフ

ォームエコノミーについて考え得るすべての法的観点を扱うことができない

のは言うまでもない。より正確には、これらのルールは、オンラインプラッ

トフォームの中心的な側面のうちの 1 つを扱っているにすぎない。すなわ

ち、プラットフォーム運用者とプラットフォーム利用者との間の関係であ

る。プラットフォーム運用者のプラットフォーム利用者に対する義務とはな

んであろうか。どのような場合に、プラットフォーム運用者は利用者に対し

て責任を負うことになるのだろうか。プラットフォームの公正さと透明性に

関する最低限の要件はなんであろうか。顧客のレビューの収集について、評

判システムはどのようにデザインされるべきだろうか。「評判という資本

（reputational capital）」の移転に対する権利はあるのだろうか。

　これらの問いに関して、ELI のモデル準則は、既存のヨーロッパおよび国

内の規制を統合するだけでなく、今後予想される規制改革の構想のなかで取

り上げられる可能性のある問題、とりわけプラットフォームの責任と評判シ

ステムに関していくつかの革新的な解決策を提供することを目的としてい

る。モデル準則は、ヨーロッパ法および国内法の規制や最近の裁判例だけで

なく国際標準といった他の規制手段からも着想を得ている。

　ELI のモデル準則は、既存の競争法のルールは必要だが、デジタルエコノ

ミーにおける公正性を確保するには不十分である、との想定に基づいてい

る。モデル準則は、市場支配力に関するいかなる基準からも独立して適用す

ることができるが、独占禁止法上のルールを補足するものとして企図されて

いる。

Ⅱ．本プロジェクトの展開

　読者のなかには、この ELI のプロジェクトが「採択プロジェクト」であ
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ることをご存知の方もいるだろう。出発点は、「オンライン仲介プラットフ

ォームに関する指令討議草案」であった。これは、2015年および2016年にデ

ジタルサービス法研究会によって作成された。2016年、ELI の評議会では、

本プロジェクトのアイディアが採用され、さらに ELI のプロジェクトへと

発展させることが検討された。最終的に、評議会は、評議会決議書

（2016/6）にて、現在の「オンラインプラットフォームに関するモデル準則」

に関するプロジェクトを立ち上げることを決定した。本準則の旧草案は、

2017年、2018年および2019年に開催された ELI 年次総会で報告された。

　今回提出された草案は、なかでも2019年にウィーンで開催された ELI 年

次総会および2018年にリガで開催された諮問委員会（MCC）の会議でなさ

れた提案を反映している。2019年の 2 月評議会および顧問はさらに貴重な情

報を与えてくれた。本草案は、2019年 6 月にブリュッセルで 2 日間にわたっ

て開催された会議において、複数の顧問、MCC のメンバーおよび大手のプ

ラットフォーム運用事業者の利害関係人らとの活発な議論の対象となった。

顧問のなかでも補佐役のマルタ・インファティーノとダミヤン・モデナの貢

献には特に謝意を表したい。彼らの示唆は、とりわけ本草案の一貫性に関し

て貴重なものとなった。その数カ月後、本プロジェクトチームの報告者ら

は、ELI 評議会、顧問および補佐役らによる数多くの提案と助言を実行に移

した。

　本草案は、現状として、とりわけプロジェクトチームのメンバーおよび数

多くのプロジェクト会議の参加者による多大な貢献の成果であるのはもちろ

んだが、そのすべてについて詳細に感謝の意をここで示すのは不可能であ

る。報告者らは、数多くの議論を調整し、またその成果を定式化する特権を

有していた。アウトプット、すなわちここで提案する草案は、共通の努力の

賜物であることは明らかである。
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草案の概観

第 1 章　適用範囲及び定義

第 1 条　趣旨及び範囲

第 2 条　定　　義

第 2 章　プラットフォーム運用者の利用者に対する一般的義務

第 3 条　情報及び契約条件の透明性

第 4 条　ランキングの透明性

第 5 条　評判システムに関する一般的要求事項

第 6 条　評判システムに関する職業上の注意の基準

第 7 条　レビューのデータポータビリティ

第 8 条　利用者保護義務

第 9 条　利用者提供の誤認惹起情報対応義務

第10条　報告システム（設備）

第11条　プラットフォームを介した通信

第12条　プラットフォーム運用者と利用者との間の契約の一方的変更

第 3 章　プラットフォーム運用者の顧客に対する義務

第13条　プラットフォーム運用者の役割に関する情報提供義務

第14条　供給者に関する情報提供義務

第 4 章　プラットフォーム運用者の供給者に対する義務

第15条　プラットフォーム運用者の供給者に対する情報提供義務

第16条　顧客へ情報提供するための機能の提供義務

第17条　解　　約

第18条　制限及び一時的停止

第 5 章　責　　任

第19条　プラットフォーム運用者の透明性の欠如についての責任

第20条　プラットフォーム運用者の支配的影響力の責任

第21条　プラットフォーム運用者に対する権利及び救済手段の行使
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第22条　プラットフォーム運用者による誤認を惹起させる情報の提示

第23条　保　　証

第24条　その他の規定違反に対する責任

第 6 章　補　　償

第25条　補償請求権

第 7 章　最終規定

第26条　強行法規性

第27条　第三者苦情処理メカニズム

第28条　適用可能な法

オンラインプラットフォームに関する ELI モデル準則
──ブラック・レター・ルール──

第一章　適用範囲及び定義

第 1 条　趣旨及び範囲

第 1 項　このモデル準則は、プラットフォーム運用者とプラットフォーム利用

者との間の関係における公正性と透明性に寄与する一連の諸準則を提供する

ことにより、欧州連合、加盟国及び加盟国外の国の立法機関のモデルとなる

とともに、自主規制及び標準の発想の源となることを目的とする。

第 2 項　このモデル準則は、次の各号に掲げる行為をするプラットフォームと

の関係に適用する。

⒜　プラットフォーム運用者が管理するデジタル環境内において、顧客に、

供給者との間で物品、役務又はデジタルコンテンツの提供を内容とする契

約の締結を可能にしていること

⒝　プラットフォームの外で供給者と連絡をとりかつ契約を締結するため

に、供給者に対し、プラットフォーム運用者が管理するデジタル環境内

に、顧客が閲覧することのできる広告の掲載を可能にしていること
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⒞　物品、役務又はデジタルコンテンツの関連供給者を特定し、該当供給者

のウェブサイトに顧客を誘導し又は該当供給者の連絡先の詳細を顧客に提

供する比較その他の助言サービスを提供していること

⒟　顧客に、供給者、顧客及び供給者が提供する物品、役務又はデジタルコ

ンテンツに関するレビューを、評判システムを通じて提供できるようにし

ていること

第 3 項　このモデル準則は、公的機関の権限行使において運用されるプラット

フォームには適用しない。

第 4 項　保険を含む金融サービス又はパッケージ旅行及びこれに付随する旅行

手配等の特定の分野に関する諸規定は、このモデル準則に定めがない事項に

ついては、優先して適用する。

第 2 条　定　　義

⒜　この準則において、「プラットフォーム」とは、第 1 条第 2 項が定めるサー

ビスを 1 つ以上提供する情報社会サービスをいう。

⒝　この準則において、「プラットフォーム運用者」とは、プラットフォームを

運営する事業者をいう。

⒞　この準則において、「顧客」とは、物品、役務若しくはデジタルコンテンツ

を検索し又は取得するためにプラットフォームを利用する自然人又は法人を

いう。

⒟　この準則において、「供給者」とは、物品、役務若しくはデジタルコンテン

ツを顧客に販売するためにプラットフォームを利用し、又はプラットフォー

ムを介してこれらを顧客に提案する自然人又は法人をいう。

⒠　この準則において、「供給者と顧客との間の契約」とは、金銭その他の反対

給付による対価の支払い対して又はデータと引き換えに、顧客に、物品、役

務又はデジタルコンテンツが提供されることを内容とする契約をいう。

⒡　この準則において、「プラットフォームと顧客との間の契約」とは、プラッ

トフォームの利用に関してプラットフォーム運用者と顧客との間で締結され

る契約をいう。
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⒢　この準則において、「プラットフォームと供給者との間の契約」とは、プラ

ットフォームの利用に関して、プラットフォーム運用者と供給者との間で締

結される契約をいう。

⒣　この準則において、「消費者」とは、このモデル準則が適用される契約にお

いて、自らの取引、事業、手工業又は専門業務とは関係のない目的のために

行為する自然人をいう。

⒤　この準則において、「事業者」とは、民営又は公営であるかにかかわらず、

このモデル準則が適用される契約に関して、自らの職業、事業、手工業又は

専門業務と関係する目的のために行為する自然人又は法人をいう。

⒥　この準則において、「プラットフォーム利用者」とは、供給者、顧客又はレ

ビューを提供する者をいう。

⒦　この準則において、「評判システム」とは、供給者、顧客、物品、役務若し

くはデジタルコンテンツに関するレビューを収集し又は公開するためのあら

ゆる構造（メカニズム）をいう。

第二章　プラットフォーム運用者のプラットフォーム利用者に対する一般的義務

第 3 条　情報及び契約条項の透明性

　　このモデル準則に基づいて提供される情報及び契約条項は、明確であり、分

かり易い方法でかつ機械による読み取りが可能な形式で提供されなければなら

ない。契約条項は、契約締結前を含む利用者及びプラットフォーム運用者との

関係のすべての段階において利用者が容易に入手できるようにしなければなら

ない。

第 4 条　ランキングの透明性

第 1 項　プラットフォーム運用者は、検索語句の結果として利用者に示される

ランキングを決定する主要なパラメータについての情報を利用者が容易に入

手できるようにしなければならない。この義務は、基礎を成すアルゴリズム

に関するいかなる営業秘密も侵害しない。プラットフォーム運用者は、顧客

を害する目的で検索結果を操作するために容易に利用されるおそれのある情
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報は開示しなくてよい。

第 2 項　プラットフォーム運用者は、検索語句の結果が供給者の支払った報酬

その他のプラットフォームと供給者との間の金銭的関係又は企業的つながり

による影響を受けているか否かについて、利用者に情報を提供しなければな

らない。

第 5 条　評判システムの一般的要件

第 1 項　オンラインプラットフォーム上で評判システムを提供するプラットフ

ォーム運用者は、関連する情報がレビューとしてどのように収集、処理され

及び公開されるかについての情報を提供しなければならない。

第 2 項　評判システムは、職業上の注意の基準を満たしていなければならない。

第 3 項　評判システムは、次に掲げる要件のうちのいずれかに該当する場合に

は、職業上の注意の基準を満たしているものと推定する。

⒜　ISO 20488 :2018（オンライン消費者レビュー）等、国家規格、欧州規格

又は国際標準化機構によって採用された任意の標準

⒝　第 6 条が定める基準

第 6 条　評判システムの職業上の注意の基準

　　第 5 条第 3 項ｂ号の基準は、次の各号に定めるところによる。

⒜　プラットフォーム運用者は、レビューがその対象の真正な体験に基づいて

いることを保証する合理的かつ相当な措置を講じなければならない。

⒝　プラットフォーム運用者は、あるレビューが確認された取引に基づいてい

ることを主張するときは、そのレビューが当該取引の当事者によるものであ

ることを保証しなければならない。

⒞　プラットフォーム運用者は、レビューの執筆者が評価を与えたことで何ら

かの利益を受けたことを知り又は知るべきであったときは、その旨を表示し

なければならない。プラットフォーム運用者は、レビューの執筆者が特別に

肯定的又は否定的な評価を与えたことで何らかの利益を受けたことを知り又

は知るべきであったときは、かかるレビューが公開されていないことを保証

しなければならない。
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⒟　レビューは正当な理由に基づいてのみ却下し又は削除することができる。

かかる却下又は削除についてはその理由を付して、遅滞なく、レビューの執

筆者に通知されなければならない。プラットフォーム運用者は、顧客を害す

る目的で評判システムを操作するために容易に利用されるおそれのある情報

は開示しなくてよい。

⒠　レビューは、遅滞なく、公開されなければならない。

⒡　初期設定によりレビューが表示される順序又は相対的重要性は誤認を生じ

させるものであってはならない。プラットフォーム運用者は、レビューが表

示される順序又は相対的重要性を決定する主要なパラメータについて容易に

アクセスすることができる情報を利用者に提供しなければならない。レビュ

ーはその送信日が表示されなければならない。プラットフォーム利用者は、

時系列でレビューを閲覧することができなければならない。

⒢　評判システムがレビューを一定の期間に限って表示するものであるとき

は、その期間がプラットフォーム利用者に対して表示されなければならな

い。この場合において、その期間は、合理的な長さでなければならず、かつ

12カ月を下ることができない。

⒣　個々のレビューが総合評価に統合される場合、その計算方法は誤認を生じ

させる結果をもたらすものであってはならない。総合評価がレビューの数値

の平均値以外の要素に基づいて計算されるときは、プラットフォーム運用者

は、プラットフォーム利用者にかかる要素について情報を提供しなければな

らない。総合評価の基礎となるレビューの総数は表示されなければならな

い。レビューが一定の期間に限って表示されるときは、その期間より前のレ

ビューは総合評価の計算に用いてはならない。

⒤　プラットフォーム運用者は、プラットフォーム利用者に対して、次に掲げ

る事項を可能にする構造（メカニズム）を無償で提供しなければならない。

aa）　不正使用について理由を付した通知を送信すること。

bb）　レビューの影響を受けているプラットフォーム利用者が返答を送信する

こと。この場合において、その返答は、遅滞なく、当該レビューとともに
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公開されなければならない。

第 7 条　レビューのデータポータビリティ

第 1 項　プラットフォーム運用者は、毎月一回以上及びプラットフォームと利

用者間の契約の終了時に、現存するレビューが一般的に使用されかつ機械に

よる読み取りが可能な構造化形式で他のプラットフォーム運用者の評判シス

テムに直接転送される機能を提供しなければならない。

第 2 項　プラットフォーム運用者は、プラットフォームと供給者との間の契約

又はプラットフォームと顧客との間の契約の締結前に、プラットフォーム利

用者が他のプラットフォーム運用者の評判システムにレビューの転送を希望

する場合に適用される手続、技術要件、概算時間及び料金についての情報を

提供しなければならない。

第 3 項　他のプラットフォームからレビューを転送するとき、プラットフォー

ム運用者は、レビューが第 5 条第 2 項及び第 3 項に基づく職業上の注意の基

準に従って生成されたことを確認しなければならない。

第 4 項　他のプラットフォームから転送されたレビューを表示するとき、プラ

ットフォーム運用者は、レビューが別のプラットフォームで生成されたこと

を表示しなければならない。

第 8 条　利用者保護義務

第 1 項　プラットフォーム運用者は、プラットフォーム利用者の利用状況を監

視する一般的な義務を負わない。

第 2 項　次の各号に掲げる事項について確かな証拠を得たプラットフォーム運

営者であって、プラットフォーム利用者を保護する適切な措置を講じなかっ

た者は、これによりプラットフォーム利用者に生じた損害に対して責任を負

う。

⒜　他の利用者を害する供給者又は顧客の犯罪行為

⒝　他の利用者を害する身体傷害、プライバシーの侵害、有体財産の侵害、

自由の喪失その他類似する権利の侵害を生じさせるおそれのある供給者又

は顧客の行為
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第 3 項　前項の規定は、供給者と顧客との間の契約に基づいて提供される物

品、役務又はデジタルコンテンツから利益を受け、又はそれらから生じる危

険に曝される第三者が害される場合にも適用する。

第 9 条　利用者によって提供された誤認惹起的情報に対応する義務

第 1 項　プラットフォーム運用者は、法令に別段の定めがある場合を除き、プ

ラットフォーム上で供給者又は顧客によって提供される情報を監視する義務

を負わない。

第 2 項　プラットフォーム運用者は、供給者によりプラットフォーム上に提供

された誤認を生じさせる情報につき通知を受けたときは、それが供給者自身

又は供給者が提供する物品、役務若しくはデジタルコンテンツについてであ

るかにかかわらず、供給者の協力のもと、当該誤認を生じさせる情報を修正

し、削除し又はアクセスできないようにするための合理的な措置を講じなけ

ればならない。プラットフォーム運用者は、プラットフォーム上で供給者と

顧客との間の契約を締結した顧客及びかかかる誤認を生じさせる情報の影響

を受けるおそれのある顧客に対しても情報を提供するための合理的かつ相当

な措置を講じなければならない。

第 3 項　前項の規定は、顧客によって提供された顧客自身の情報について準用

する。

第10条　報告システム（設備）

　　プラットフォーム運用者は、第 8 条及び第 9 条に従って行為の通知をするた

めの公然とアクセスすることができる連絡手段を提供しなければならない。こ

の場合において、この連絡手段は匿名による通知を可能にするものでなければ

ならない。

第11条　プラットフォームを介した連絡

　　プラットフォーム運用者は、供給者と顧客との間の契約の締結又は履行に関

して顧客と供給者が連絡をとるための機能を提供するときは、かかる連絡を遅

滞なく転送しなければならない。

第12条　プラットフォーム運用者と利用者との間の契約の一方的変更
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第 1 項　プラットフォーム運用者は、次の各号に掲げる要件を具備する場合に

は、プラットフォームと利用者との間の契約の条件を一方的に変更すること

ができる。

⒜　変更の効力が生じる少なくとも 1 カ月前に、持続的記録媒体で、利用者

に、当該変更について合理的な通知がなされていること

⒝　当該変更が信義誠実の原則に従っていること

第 2 項　急な法令改正又はサイバーセキュリティに対する差し迫った危険に対

応するために変更を余儀なくされた場合には、プラットフォーム運用者は、

前項ａ号の通知期間を遵守しなくてよい。

第 3 項　変更の通知により、利用者は、変更された事項についての説明ととも

に変更された条件の写しを受け取る必要がある。

第 4 項　プラットフォーム利用者は、条件が変更される場合には、他に適用さ

れる通知期間を遵守せずに、プラットフォームと利用者との間の契約を解約

することができる。第 1 項ａ号に基づく通知は、利用者にこの解約権を知ら

せるものでなければならない。

第三章　プラットフォーム運用者の顧客に対する義務

第13条　プラットフォーム運用者の役割に関する情報提供義務

　　プラットフォーム運用者は、顧客に対し、可能な限り早期に及び供給者と顧

客との間の契約が締結される直前に、分かり易い方法で、顧客が契約を締結す

るのはプラットフォーム運用者ではなく供給者であることを通知しなければな

らない。

第14条　供給者に関する情報提供義務

第 1 項　プラットフォーム運用者は、顧客に対し、供給者と顧客との間の契約

が締結される直前に、分かり易い方法で、供給者が事業者として物品、役務

又はデジタルコンテンツを提供しているかどうかを通知しなければならない。

第 2 項　プラットフォーム運用者は、顧客に対し、供給者と顧客との間の契約

の締結直後に、供給者の本人確認のための情報を提供し、かつ供給者と顧客
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との間で連絡をとれるようにしなければならない。プラットフォーム運用者

は顧客の求めに応じて供給者の住所を開示しなければならない。

第 3 項　第 1 項及び第 2 項の目的において、プラットフォーム運用者は、プラ

ットフォーム上の取引に関する利用可能なデータに基づいて、供給者によっ

て提供された情報に依拠することができる。但し、当該情報が誤っているこ

とを知り又は知るべきであった場合は、この限りでない。プラットフォーム

運用者は、事業者が非事業者としてプラットフォームに表示されないよう適

切な措置を講じなければならない。

第四章　プラットフォーム運用者の提供者に対する義務

第15条　プラットフォーム運用者の提供者に対する情報提供義務

　　プラットフォーム運用者は、プラットフォーム運用者と供給者間の契約の締

結前に、供給者に対し、持続的記録媒体で、次に掲げる事項についての情報を

提供しなければならない。

⒜　顧客との契約に基づいて物品、役務又はデジタルコンテンツを提供するの

はプラットフォーム運営者ではなく供給者であること

⒝　供給者によるプラットフォームと供給者との間の契約の解約方法

⒞　プラットフォーム運用者によるプラットフォームと供給者との間の契約の

解約方法

⒟　プラットフォーム運用者に支払うべき料金及びその計算方法

⒠　プラットフォーム運用者が供給者と顧客との間の契約のために提供してい

る全ての決済システム

⒡　供給者と顧客との間の通信の転送方法

第16条　顧客に情報提供するための機能の提供義務

第 1 項　プラットフォーム運用者は、供給者に対し、供給者の顧客に対する情

報提供義務を履行するための機能を提供しなければならない。

第 2 項　プラットフォームと供給者との間の契約が、供給者と顧客との間の契

約において供給者が約款を使用することを排除するものでないときは、プラ
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ットフォーム運用者は、約款の組入れを可能にする機能を提供しなければな

らない。

第17条　解　　約

第 1 項　プラットフォームと供給者との間の契約の各当事者は、相手方に対し

て通知をし、契約を解約することができる。この場合において、プラットフ

ォーム提供者の通知期間は、契約期間の 1 年目は30日、 2 年目は60日、 3 年

目及び 4 年目以降でかつ契約関係が継続している間は90日を下回ることがで

きない。プラットフォームと供給者との間の契約が供給者のために右期間よ

りも長い期間を定めている場合には、その期間はプラットフォーム運用者に

よる通知にも適用する。この場合において、この期間が、その効力を生ずる

には、適切なものでなければならない。

第 2 項　当事者の一方は、やむを得ない事由がある場合には、契約を即時に解

約することができる。

第 3 項　第 1 項及び第 2 項に基づく通知は、解約の理由を明らかにしてしなけ

ればならない。

第18条　制限及び停止

第 1 項　プラットフォーム運用者は、供給者に通知して、供給者へのサービス

の提供を停止し、又は供給者が提供する一定の物品、役務若しくはデジタル

コンテンツの範囲を制限することができる。この場合において、この通知

は、制限又は停止の理由を明らかにしてしなければならない。

第 2 項　第 1 項の制限又は停止が、プラットフォームと供給者との間の契約の

解約と同様の効力を有する場合には、第17条を準用する。

第五章　責　　任

第19条　プラットフォーム運用者の透明性の欠如についての責任

　　第13条に違反した場合、顧客は、供給者と顧客との間の契約に基づいて、供

給者に対して行使し得る権利及び救済手段をプラットフォーム運用者に対して

も行使することができる。
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第20条　プラットフォーム運用者の支配的影響力の責任

第 1 項　プラットフォーム運用者が供給者に対して支配的な影響力を有してい

ると信頼することについて合理的な理由のある顧客は、供給者と顧客との間

の契約に基づいて供給者に対して行使し得る権利及び救済手段をプラットフ

ォーム運用者に対しても行使することができる。

第 2 項　プラットフォーム運用者が供給者に対して支配的な影響力を有してい

ると信頼することについて合理的な理由を顧客が有しているか否かの判断に

当たっては、特に次の各号に掲げる基準を考慮することができる。

⒜　供給者と顧客との間の契約が専らプラットフォーム上で提供されている

機能を介して締結されている。

⒝　プラットフォーム運用者が、供給者と顧客との間の契約が締結されるま

で、供給者の本人確認情報又は契約内容の詳細を提供しない。

⒞　プラットフォーム運用者が、顧客による供給者への支払いの留保をプラ

ットフォーム運用者に可能にする決済システムを専用している。

⒟　供給者と顧客との間の契約条件が基本的にプラットフォーム運用者によ

り決定されている。

⒠　顧客が支払わなければならない代金がプラットフォーム運用者により決

定されている。

⒡　マーケティングが供給者ではなくプラットフォーム運用者を重視してい

る。

⒢　プラットフォーム運用者が、供給者の行動を監視し、かつ法令の定めを

超える自身の基準の遵守を徹底させることを約している。

第21条　プラットフォーム運用者に対する権利及び救済手段の行使

第 1 項　第19条又は第20条第 1 項の適用がある場合、消費者である顧客は、プ

ラットフォーム運用者に対し、供給者が事業者であるかどうかにかかわら

ず、供給者が事業者であったとすれば供給者に対して行使することができる

権利及び救済手段を行使することができる。

第 2 項　第19条又は第20条第 1 項の適用がある場合、顧客は、供給者に対し救
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済手段を行使するために、適用される法令に従い、供給者に対し通知をしな

ければならない。この場合において、供給者への通知は、プラットフォーム

運用者との関係においても効力を生ずる。

第22条　プラットフォーム運用者による誤認を生じさせる表示

　　プラットフォーム運用者が供給者若しくは顧客、供給者が提供する物品、役

務若しくはデジタルコンテンツ又は供給者と顧客との間の契約について誤認を

生じさせる表示をしたときは、プラットフォーム運用者は、当該誤認を生じさ

せる情報により顧客又は供給者に生じた損害について責任を負う。

第23条　保　　証

　　プラットフォーム運用者は、供給者若しくは顧客又は供給者が提供する物

品、役務若しくはデジタルコンテンツについて与えた保証について責任を負う。

第24条　その他の規定違反に対する責任

　　プラットフォーム運用者は、第 3 条から第 5 条、第 7 条、第 9 条第 2 項及び

第 3 項、第10条、第11条、第14条から第18条の違反により、プラットフォーム

利用者に生じた損害について責任を負う。

第六章　補　　償

第25条　補償請求権

第 1 項　第19条又は第20条に従い、次の各号に掲げる事項について顧客に対し

て責任を負うプラットフォーム運用者は、供給者から補償を受ける権利を有

する。

⒜　供給者の誤認を生じさせる表示　

⒝　供給者の供給者と顧客との間の契約の不履行

第 2 項　プラットフォーム運用者がした誤認を生じさせる表示のために顧客に

対して責任を負う供給者は、プラットフォーム運用者から補償を受ける権利

を有する。
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第七章　最終規定

第26条　強行法規性

　　すべての当事者は、プラットフォーム利用者を害して、この準則に反し又は

その効果を変更することはできない。

第27条　第三者苦情処理メカニズム

　　プラットフォーム運用者は、第三者に、プラットフォーム利用者による迷惑

行為又は損害について理由を付した通知の送信を可能にする公然とアクセスで

きる苦情処理メカニズムを無償で提供しなければならない。かかる通知を受領

したプラットフォーム運用者は、将来の不利益又は損害を防ぐための合理的か

つ相当な措置を講じなければならない。

第28条　適用可能な法

第 1 項　第 3 条から第11条及び第27条の規定は、この準則を採択した国に常居

所を有する供給者及び顧客に対し、第 1 条の定義に該当するサービスを提供

するプラットフォームに適用する。

第 2 項　第12条及び第 3 章から第 5 章の規定は、この準則を採択した国の法令

が適用されるプラットフォームと顧客との間の契約及びプラットフォームと

供給者との間の契約に適用する。

第 3 項　第 6 章の規定は、法定代位又は多数債務者に関して適用される国際私

法により、このモデル準則を採択した国の法令が指定される場合には、プラ

ットフォームと顧客との間の契約及びプラットフォームと供給者との間の契

約に適用する。
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第 2 部
オンラインプラットフォームに関する ELI モデル準則

の注釈および参照法令等

第一章　適用範囲及び定義

【第 1 条　趣旨及び範囲】

第 1 条　趣旨及び範囲

第 1 項　このモデル準則は、プラットフォーム運用者とプラットフォ

ーム利用者との間の関係における公正性と透明性に寄与する一連の

諸準則を提供することにより欧州連合、加盟国及び加盟国外の国の

立法機関のモデルとなるとともに、自主規制及び標準の発想の源と

なることを目的とする。

第 2 項　このモデル準則は、次の各号に掲げる行為をするプラットフ

ォームとの関係に適用する。

⒜　プラットフォーム運用者が管理するデジタル環境内において、

顧客に、供給者との間で物品、役務又はデジタルコンテンツの提

供を内容とする契約の締結を可能にしていること

⒝　プラットフォームの外で供給者と連絡をとりかつ契約を締結す

るために、供給者に対し、プラットフォーム運用者が管理するデ

ジタル環境内に、顧客が閲覧することのできる広告の掲載を可能

にしていること

⒞　物品、役務又はデジタルコンテンツの関連供給者を特定し、該

当供給者のウェブサイトに顧客を誘導し又は該当供給者の連絡先

の詳細を顧客に提供する比較その他の助言サービスを提供してい

ること

⒟　顧客に、供給者、顧客及び供給者が提供する物品、役務又はデ

（238）261



（注釈版）オンラインプラットフォームに関する ELI モデル
準則（川村尚子）

　ジタルコンテンツに関するレビューを、評判システムを通じて提

供できるようにしていること

第 3 項　このモデル準則は、公的機関の権限行使において運用される

プラットフォームには適用しない。

第 4 項　保険を含む金融サービス又はパッケージ旅行及びこれに付随

する旅行手配等の特定の分野に関する諸規定は、このモデル準則に

定めがない事項については、優先して適用する。

参照法令等：P2B 規則第 1 条、不公正取引方法指令（消費者のためのニューディール2019
に基づく改正版）第 2 条第 1 項ｎ号、消費者権利指令（消費者のためのニューディール
2019に基づく改正版）第 2 条第17号、国内法規定（例：フランス消費者法典 L117-7条）
旧案：2016年討議草案第 1 条

【注釈】

　本準則の適用範囲は、第 1 条第 2 項に定義される 4 種類のサービスのうち

1 種類以上を提供するプラットフォームに限定される。 4 種類のサービス

は、⒜顧客が供給者と契約を締結することができるオンラインマーケットプ

レイス、⒝供給者が、顧客に供給者と連絡を取れるようにする広告を掲載す

ることができるプラットフォーム、⒞関連する供給者を特定する比較その他

の助言サービスを提供するプラットフォーム、および⒟プラットフォーム利

用者が、供給者、顧客または供給者によって提供される物品、役務もしくは

デジタルコンテンツについて評価しレビューを投稿することができる評判シ

ステムを提供するプラットフォームである。

　これらの 4 種類のサービスは、供給者と顧客との間の物品、役務またはデ

ジタルコンテンツに関する契約の締結を容易にし、または影響を及ぼすもの

であるという点に特徴がある。本準則によってカバーされるのは、顧客が、

金銭その他の反対給付またはデータと引き換えに、物品、役務またはデジタ

ルコンテンツの支払いを引き受ける場合に限られる。利用者間の社会的コミ

ュニケーションを可能にするだけの単なる検索エンジン・プラットフォーム
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やソーシャルネットワーク・プラットフォームは、本準則の適用範囲に入ら

ない。ただし、これらのプラットフォームも、第 2 項が定義する 4 種類のサ

ービスのうちの 1 つを提供する場合は、この限りでない。

　以上の範囲で、本準則は、次の 2 点について、プラットフォーム運用者と

の関係におけるプラットフォーム利用者の地位の改善を図っている。 1 つ

は、利用者がプラットフォームで見つけることができる物品、役務またはデ

ジタルコンテンツに関する情報の質を改善し、かつ──特定のケースにおい

て──プラットフォーム上でまたはプラットフォームが提供するサービスの

1 つを用いて顧客が購入した物品、役務またはデジタルコンテンツの質につ

いて、プラットフォーム運用者に責任を負わせることである。もう 1 つは、

プラットフォーム運用者が──利用者（とりわけ供給者）に不利な──供給

者と顧客の中立的立場に立つことから有することになる強みを悪用するのを

防ぐことである。

　プラットフォームに関する最近の EU 立法である消費者権利指令（消費者

のためのニューディール2019に基づく改正版）、新不公正取引方法指令（消

費者のためのニューディール2019に基づく改正版）および P2B 規則の適用

対象は、消費者を顧客とするプラットフォームに限定されているが、これに

対して、本準則は事業者を（専らまたは部分的に）顧客とするプラットフォ

ームである B2B のマーケットプレイスも適用対象としている。ある事業者

が、実際には供給者（例えば売主または役務提供者）とみなされるのに、第

1 項ａ号の意味でのプラットフォームを装っている場合がある。このような

場合、顧客は、当該供給者との売買契約または役務提供契約に基づく権利と

併せて、供給者がプラットフォーム運用者であったならば有したであろう権

利を援用することができる。

　第 3 項および第 4 項は、本準則が適当でない場合、とりわけ他の特別規定

が適用されるべき場合に、本準則の適用範囲と効果を制限しようとするもの

である。
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【第 2 条　定義】

⒜　この準則において、「プラットフォーム」とは、第 1 条第 2 項が

定めるサービスを 1 つ以上提供する情報社会サービスをいう。

⒝　この準則において、「プラットフォーム運用者」とは、プラット

フォームを運営する事業者をいう。

⒞　この準則において、「顧客」とは、物品、役務若しくはデジタル

コンテンツを検索し又は取得するためにプラットフォームを利用す

る自然人又は法人をいう。

⒟　この準則において、「供給者」とは、物品、役務若しくはデジタ

ルコンテンツを顧客に販売するためにプラットフォームを利用し、

又はプラットフォームを介してこれらを顧客に提案する自然人又は

法人をいう。

⒠　この準則において、「供給者と顧客との間の契約」とは、金銭そ

の他の反対給付による対価の支払い対して又はデータと引き換え

に、顧客に、物品、役務又はデジタルコンテンツが提供されること

を内容とする契約をいう。

⒡　この準則において、「プラットフォームと顧客との間の契約」と

は、プラットフォームの利用に関してプラットフォーム運用者と顧

客との間で締結される契約をいう。

⒢　この準則において、「プラットフォームと供給者との間の契約」

とは、プラットフォームの利用に関して、プラットフォーム運用者

と供給者との間で締結される契約をいう。

⒣　この準則において、「消費者」とは、このモデル準則が適用され

る契約において、自らの取引、事業、技能又は専門業務とは関係の

ない目的のために行為する自然人をいう。

⒤　この準則において、「事業者」とは、民営又は公営であるかにか

かわらず、このモデル準則が適用される契約に関して、自らの職
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　業、事業、技能又は専門業務と関係する目的のために行為する自然

人又は法人をいう。

⒥　この準則において、「プラットフォーム利用者」とは、供給者、

顧客又はレビューを提供する者をいう。

⒦　この準則において、「評判システム」とは、供給者、顧客、物

品、役務若しくはデジタルコンテンツに関するレビューを収集し又

は公開するためのあらゆる構造（メカニズム）をいう。

参照法令等：P2B 規則第 2 条、不公正取引方法指令（消費者のためのニューディール2019
に基づく改正版）第 2 条、消費者権利指令（消費者のためのニューディール2019に基づく
改正版）第 2 条、国内法規定（例：フランス消費者法典 L117-7条）
旧案：2016年討議草案第 2 条

【注釈】

　第 2 条の定義の多くは、他の条文で繰返す負担を軽減するという意味で技

術的な性質をもつものである。これらの定義のなかには、本準則の適用範囲

を明確にするのに重要なものも含まれている。ｂ号の「プラットフォーム運

用者」の定義は、本準則が、ｉ号の意味での事業者であるプラットフォーム

の提供者にのみ適用されることを定めている。ｅ号の「供給者と顧客との間

の契約」の定義は、かかる契約に基づく反対給付が金銭報酬でなくてもよい

ことを明らかにしている。これには、暗号通貨による支払い、交換契約およ

びサービスの交換も含まれる。ｈ号の「消費者」およびｉ号の「事業者」の

定義は、EU 法と同様の定義をそのまま用いている。

第二章　プラットフォーム運用者のプラットフォーム利用者に対する一般的

義務

【第 3 条　情報及び契約条項の透明性】

　このモデル準則に基づいて提供される情報及び契約条項は、明確であ
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り、分かり易い方法でかつ機械による読み取りが可能な形式で提供され

なければならない。契約条項は、契約締結前を含む利用者及びプラット

フォーム運用者との関係のすべての段階において利用者が容易に入手で

きるようにしなければならない。

参照法令等：P2B 規則第 3 条、消費者権利指令（2011年）第 6 条第 1 項、不公正条項指令
第 5 条
旧案：2016年討議草案第 5 条

【注釈】

　本条は、情報および契約条項の起草と表示に関する一般的なルールを定式

化している。これと同様の義務が EU 法にも定められている。機械可読性の

要件は、自動契約解析ツールのスキャンを認めるために付け加えられた。本

条後段は、P2B 規則第 3 条第 1 項ｂ号から借用した。

【第 4 条　ランキングの透明性】

第 1 項　プラットフォーム運用者は、検索語句の結果として利用者に示

されるランキングを決定する主要なパラメータについての情報を利用

者が容易に入手できるようにしなければならない。この義務は、基礎

を成すアルゴリズムに関するいかなる営業秘密も侵害しない。プラッ

トフォーム運用者は、顧客を害する目的で検索結果を操作するために

容易に利用されるおそれのある情報は開示しなくてよい。

第 2 項　プラットフォーム運用者は、利用者に対して、その検索語句に

よる結果が、供給者の支払った報酬その他のプラットフォーム運用者

と供給者との間の金銭的関係又は企業的つながりによる影響を受けて

いるものかどうかについての情報を提供しなければならない。

参照法令等：P2B 規則第 5 条および第 7 条、不公正取引方法指令（消費者のためのニュー
ディール2019に基づく改正版）付属文書Ⅰ No. 11a の第 2 条第 1 項ｍ号および第 7 条4a
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項、消費者権利指令（消費者のためのニューディール2019に基づく改正版）第 6 条のａ第
1 項ａ号
旧案：2016年討議草案第 6 条

【注釈】

　第 1 項は、ランキングに関する近時の EU 立法の諸規定を組み合わせ、再

定式化したものである。しかしながら、このルールは、EU 立法よりも一般

的なものである。同ルールは、P2B 規則第 5 条第 1 項のように主要なパラ

メータが他のパラメータとは異なり相対的に重要とされる理由の提示を求め

る要件を定めるだけのものではなく、主要なパラメータの「相対的重要度」

についても通知する義務を定めているからである。また、第 1 項は、情報が

具体的にいつ、どこで提供されなければならないかについては明示していな

い。こうした条件は、「容易に入手できる」との表現に含まれている。第 1

項第 3 文は、P2B 規則第 5 条第 6 項から借用している。

　第 2 項は、数あるなかでもとくに、不公正取引方法指令（消費者のための

ニューディール2019に基づく改正版）付属文書Ⅰ No. 11a から着想を得てい

る。しかしながら、同項は、例えば P2B 規則第 7 条のように、プラットフ

ォーム運用者によるやや抽象的な「管理」を要求するのではなく、ランキン

グの基礎を成すアルゴリズムがプラットフォーム運用者と供給者との間の

「金銭的関係または企業的つながり」を考慮に入れている場合にこれを開示

することのみを要求する。

【第 5 条　評価システムの一般的要求事項】

第 1 項　オンラインプラットフォーム上で評価システムを提供するプラ

ットフォーム運用者は、関連する情報がレビューとしてどのように収

集、処理され、かつ公開されているかについての情報を提供しなけれ

ばならない。

第 2 項　評価システムは、職業上の注意の基準を満たしていなければな

らない。
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第 3 項　評価システムは、次に掲げる要件のうちのいずれかに該当する

場合には、職業上の注意の基準を満たしているものと推定する。

⒜　ISO 20488 :2018（オンライン消費者レビュー）等、国家規格、欧

州規格又は国際標準化機構によって採用された任意の標準

⒝　第 6 条が定める基準

参照法令等：不公正取引方法指令（2005）第 2 条ｈ号、フランス消費者法典 L-111-7-2
条、ISO 20488 :2018 （オンライン消費者レビュー）
旧案：2016年討議草案第 8 条

【注釈】

　本規定は、第 2 条ｋ号に定義されている評判システムに関する一般的要件

を定める。第 1 項は、一般的な情報提供義務を定めており、また、評判シス

テムの運用者に対し、評判システムの 3 つのレベル（収集、処理および公

開）についての情報の提供を求める。この規定は、フランス消費者法典

L111-7-2条から着想を得ている。

　第 2 項は、「職業上の注意」（不公正取引方法指令〔2005〕第 2 条ｈ号を参

照）についての一般的な基準を定める一般条項を規定する。この一般条項

は、第 3 項において、製品安全性の分野で長らく用いられてきた「ニューア

プローチ」モデルに従った基準適合性の推定によって補完される。こうした

共同規制アプローチは、オンライン評判システムの規制枠組みの柔軟性と予

測可能性のバランスを図ることを目的としている。

【第 6 条　評価システムの職業上の注意の基準】

第 5 条第 3 項ｂ号の基準は、次の各号に定めるところによる。

⒜　プラットフォーム運用者は、レビューがその対象の真正な経験に

基づいていることを保証する合理的かつ相当な措置を講じなければ

ならない。

⒝　プラットフォーム運用者は、あるレビューが承認された取引に基
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　づいていることを主張する場合には、そのレビューが該当取引の当

事者によるものであることを保証しなければならない。

⒞　プラットフォーム運用者は、レビューの執筆者が評価を与えたこ

とで何らかの利益を受けたことを知り又は知るべきであったとき

は、その旨を表示しなければならない。プラットフォーム運用者

は、レビューの執筆者が特別に肯定的又は否定的な評価を与えたこ

とで何らかの利益を受けたことを知り又は知るべきであったとき

は、かかるレビューが公開されていないことを保証しなければなら

ない。

⒟　レビューは正当な理由に基づいてのみ却下し又は削除することが

できる。かかる却下又は削除についてはその理由を付して、遅滞な

く、レビューの執筆者に通知されなければならない。プラットフォ

ーム運用者は、顧客を害する目的で評判システムを操作するために

容易に利用されるおそれのある情報は開示しなくてよい。

⒠　レビューは、遅滞なく、公開されなければならない。

⒡　初期設定によりレビューが表示される順序又は相対的重要性は誤

認を生じさせるものであってはならない。プラットフォーム運用者

は、レビューが表示される順序又は相対的重要性を決定する主要な

パラメータについて容易にアクセスすることができる情報を利用者

に提供しなければならない。レビューはその送信日が表示されなけ

ればならない。プラットフォーム利用者は、時系列でレビューを閲

覧することができなければならない。

⒢　評判システムがレビューを一定の期間に限って表示するものであ

るときは、その期間がプラットフォーム利用者に対して表示されな

ければならない。この場合において、その期間は、合理的な長さで

なければならず、かつ12カ月を下ることができない。

⒣　個々のレビューが総合評価に統合される場合、その計算方法は誤

認を生じさせる結果をもたらすものであってはならない。総合評価
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　がレビューの数値の平均値以外の要素に基づいて計算されるとき

は、プラットフォーム運用者は、プラットフォーム利用者にかかる

要素について情報を提供しなければならない。総合評価の基礎とな

るレビューの総数は表示されなければならない。レビューが一定の

期間に限って表示されるときは、その期間より前のレビューは総合

評価の計算に用いてはならない。

⒤　プラットフォーム運用者は、プラットフォーム利用者に対して、

次に掲げる事項を可能にする構造（メカニズム）を無償で提供しな

ければならない。

aa）不正使用について理由を付した通知を送信すること

bb）レビューの影響を受けているプラットフォーム利用者が返答

を送信すること。この場合において、その返答は、遅滞なく、当

該レビューとともに公開されなければならない。

参照法令等：不公正取引方法指令（消費者のためのニューディール2019に基づく改正版）
付属文書ⅠNo. 23ｂの第 7 条第 6 項、P2B 規則第 2 条第 8 項および第 5 条第 6 項、ISO 
20488 :2018（オンライン消費者レビュー）
旧案：2016年討議草案第 8 条

【注釈】

　第 6 条は、評判システムに関する最低限の品質要件のリストに追加を行っ

ている。この規定は、不公正取引方法指令（消費者のためのニューディール

2019に基づく改正版）付属文書ⅠNo. 23b の第 7 条第 6 項および ISO 

20488 :2018（オンライン消費者レビュー）を含むさまざまな参照資料から着

想を得て規定された。

【第 7 条　レビューのデータポータビリティ】

第 1 項　プラットフォーム運用者は、毎月一回以上及びプラットフォー

ムと利用者間の契約の終了時に、現存するレビューが一般的に使用さ
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　れかつ機械による読み取りが可能な構造化形式で他のプラットフォー

ム運用者の評判システムに直接転送される機能を提供しなければなら

ない。

第 2 項　プラットフォーム運用者は、プラットフォームと供給者との間

の契約又はプラットフォームと顧客との間の契約の締結前に、プラッ

トフォーム利用者が他のプラットフォーム運用者の評判システムにレ

ビューの転送を希望する場合に適用される手続、技術要件、概算時間

及び料金についての情報を提供しなければならない。

第 3 項　他のプラットフォームからレビューを転送するとき、プラット

フォーム運用者は、レビューが第 5 条第 2 項及び第 3 項に基づく職業

上の注意の基準に従って生成されたことを確認しなければならない。

第 4 項　他のプラットフォームから転送されたレビューを表示すると

き、プラットフォーム運用者は、レビューが別のプラットフォームで

生成されたことを表示しなければならない。

参照法令等：一般データ保護規則第20条第 1 項、デジタルコンテンツ指令第16条第 4 項

【注釈】

　本規定は、「評判データ」のデータポータビリティ権を創出し、一般デー

タ保護規則第20条第 1 項を補完する。データポータビリティ権は、一般デー

タ保護規則に基づき、データ主体がデータ管理者に提供したデータにのみ認

められる。第三者が送信したオンライン上のレビューが一般データ保護規則

第20条第 1 項の対象となるかは不確かである。さらに、一般データ保護規則

は、法人（例えば、ホテル営業を行う会社）に関する評判データには適用さ

れない。こうしたルールの間隙は、この新しい規定によって埋められる。デ

ータポータビリティに関するルールは、他のプラットフォームへの乗換え費

用を減らし、ロックイン効果を回避することを目的とする。本規定は、レビ

ューを「転送」する権利を与えるにすぎない。プラットフォームが元々、他
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のプラットフォームにあったレビューの「取込み」を認めるかどうかは、プ

ラットフォーム運用者の決定に委ねられている。

　第 1 項は、プラットフォーム運用者が他のプラットフォームにレビューの

転送を可能にする技術設備を提供しなければならないと明記する。第 2 項

は、データの転送方法に関するルール（例えば、技術要件や料金）の透明性

について定める。第 3 項は、別のプラットフォームから送られてきたレビュ

ーの信ぴょう性を保証する。もともとレビューのあったプラットフォーム

が、ISO 20488 :2018（オンライン消費者レビュー）等の標準または第 6 条の

基準に適合する評判システムを使用していた場合には、通例、「同等性」の

要件を満たす。第 4 項は、顧客がレビューの出所について誤認を生じること

がないように、レビューが取り込まれたものかどうかを表示するようプラッ

トフォーム運用者に義務付ける。

【第 8 条　利用者保護義務】

第 1 項　プラットフォーム運用者は、プラットフォーム利用者の利用状

況を監視する一般的な義務を負わない。

第 2 項　次の各号に掲げる事項について確証を得たプラットフォーム運

営者であって、プラットフォーム利用者を保護する適切な措置を講じ

なかった者は、これによりプラットフォーム利用者に生じた損害に対

して責任を負う。

⒜　他の利用者を害する供給者又は顧客の犯罪行為

⒝　他の利用者を害する身体傷害、プライバシーの侵害、有体財産の

侵害、自由の喪失その他類似する権利の侵害を生じさせるおそれの

ある供給者又は顧客の行為

第 3 項　前項の規定は、供給者と顧客との間の契約に基づいて提供され

る物品、役務又はデジタルコンテンツから利益を受け、又はそれらか

ら生じる危険にさらされる第三者が害される場合にも適用する。
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参照法令等：電子商取引指令第14条第 1 項および第15条第 1 項（不法行為の一般原則）
旧案：2016年討議草案第 9 条

【注釈】

　第 1 項は、プラットフォーム運用者に、違法行為を示す事実や状況を監視

し、または積極的に探索する一般的な義務を課さない点で、電子商取引指令

第15条第 1 項と一致する。もっとも、第 2 項では、特定の場合について、プ

ラットフォーム運用者の行為義務が定められている。これは、電子商取引指

令第14条のモデルに従うものである。

　第 2 項は、プラットフォーム運用者が他の利用者を害する違法行為につい

て確かな証拠を得た場合に、行為義務を課す。これに該当する場合、プラッ

トフォーム運用者は、他の利用者に害が及ぶのを防ぐための適切な措置を講

ずる義務を負う。これを怠れば、プラットフォーム運用者は、これにより生

じた損害について賠償責任を負うことになる。それとは対照的に、電子商取

引指令第14条は責任の内容については何も定めておらず、サービス提供者の

免責を定めるにすぎない。本準則が選択した異なるアプローチは、電子商取

引指令と本準則の目的の違いを示している。電子商取引指令は、サービス提

供者たちのために情報化社会サービスの自由移動の確保にとって障壁となる

ものを制限しようとする。これに対し、本準則はプラットフォーム運用者の

いくつかの基本的な義務を規定した上で、その義務違反の場合にとりうる制

裁を定めることを目的とする。

　第 3 項は、第 2 項の義務違反によりプラットフォーム利用者が害される可

能性だけでなく、プラットフォームおよびプラットフォームを利用して販売

される物品、役務またはデジタルコンテンツとの接触が予測される第三者が

害される可能性をも考慮に入れる。したがって、第 3 項は、これらの者もプ

ラットフォーム運用者に対して損害賠償を請求できることを定めている。契

約外責任の伝統的理論によれば、こうしたプラットフォーム運用者の責任の

第三者への拡張は、第三者がプラットフォームと利用者との間の契約の保護
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範囲に入っている場合、あるいは一種の「隣人原則」により、損害が予見可

能であり、かつプラットフォーム運用者の責任を正当化できるようなプラッ

トフォームの作為・不作為の影響を密接かつ直接に受ける者が特定される場

合に限られる。

【第 9 条　利用者提供の誤認惹起情報対応義務】

第 1 項　プラットフォーム運用者は、法令に別段の定めがある場合を除

き、プラットフォーム上で供給者又は顧客によって提供される情報を

監視する義務を負わない。

第 2 項　プラットフォーム運用者は、供給者によりプラットフォーム上

に提供された誤認を生じさせる情報について通知を受けたときは、そ

れが供給者自身又は供給者が提供する物品、役務若しくはデジタルコ

ンテンツについてであるかにかかわらず、供給者の協力のもと、当該

誤認を生じさせる情報を修正し、削除し又はアクセスできないように

するための合理的な措置を講じなければならない。プラットフォーム

運用者は、プラットフォーム上で供給者と顧客との間の契約を締結し

た顧客及びかかかる誤認を生じさせる情報の影響を受けるおそれのあ

る顧客に対しても情報を提供するための合理的かつ相当な措置を講じ

なければならない。

第 3 項　前項の規定は、顧客によって提供された顧客自身の情報につい

て準用する。

参照法令等：電子商取引指令第12条、第14条および第15条

【注釈】

　第 1 項は、電子商取引指令第15条第 1 項から着想を得ている。プラットフ

ォーム上で利用者が表示した情報の積極的な監視をプラットフォーム運用者

に課す一般的な義務はない。しかしながら、プラットフォーム運用者に情報
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（例えば禁止シンボル）を積極的にスキャンすることを求める刑法規定など

の国内法に基づき、この規定の例外が認められることはある。

　第 2 項および第 3 項は、電子商取引指令第14条第 1 項ｂ号をモデルとして

おり、行為義務を定める。プラットフォーム運用者は、誤認を生じさせる情

報の通知を受けたときは、当該誤認を生じさせる情報を訂正、削除またはア

クセスできないようにするための合理的な措置を講じなければならない。電

子商取引指令第15条第 1 項ｂ号の考え方を拡張するに当たって、本規定は、

これに対して取ることのできる対応の仕方も広げている。例えば、情報を削

除しまたはアクセスできなくするだけでなく、誤認を生じさせる内容を訂正

するための措置を講じることもできる。プラットフォームとさまざまな利用

者グループとの三者関係の結果、プラットフォーム運用者は、他の利用者と

契約を締結しまたは誤認を生じさせる情報の影響を受けるおそれのあるプラ

ットフォームの利用者に通知するための合理的かつ相当な措置を講じる義務

を負う。

　プラットフォーム運用者は、本準則第10条が定めるように、第 2 項および

第 3 項の行為を通知するための公然とアクセスすることができる連絡手段を

提供しなければならない。

【第10条　報告設備】

　プラットフォーム運用者は、第 8 条及び第 9 条に従って行為の通知を

するための公然とアクセスすることができる連絡手段を提供しなければ

ならない。この場合において、この連絡手段は匿名による通知を可能に

するものでなければならない。

参照法令等：P2B 規則第11条第 1 項、消費者権利指令第 6 条第 1 項 c 号および第21条、欧
州司法裁判所（CJEU）case C-649/17（Amazon EU）
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【注釈】

　この規定は、消費者法、とりわけ消費者権利指令の規定および欧州司法裁

判所の関連裁判例から着想を得ている。これらは、消費者が事業者に迅速に

連絡しかつ効果的にコミュニケーションをとれるようにする義務を事業者に

課している。また、本規定は、P2B 規則も参考にしているが、同規則は、

プラットフォーム運用者に、容易にアクセスすることができる内部苦情処理

システムの提供を義務づけている。この内部苦情処理システムにより、ビジ

ネス・ユーザーは、同規則に基づくプラットフォーム運用者の義務の違反に

関する苦情の申立てを行うことができる。本準則第10条は、第 8 条および第

9 条──いずれもプラットフォーム運用者に、何者かによる通知に対応する

ことを求める──を補完するルールを定めるために、これらの法令等を資料

として用いている。参照された消費者権利指令や P2B 規則の諸規定とは異

なり、本準則は、連絡手段が公然とアクセスすることができ、かつ匿名の通

知を許すものでなければならないことを要求する。消費者権利指令および欧

州司法裁判所裁判例のように、本準則は、プラットフォーム運用者が設置し

なければならない連絡手段の正確な特性までは決定していないが、「アクセ

ス可能な」手段を要求していることから、プラットフォーム運用者は、迅速

に連絡をし、効果的にコミュニケーションをとることができる連絡手段を一

般の人に提供することを余儀なくされる。かかる通知を受けた後は、プラッ

トフォーム運用者は第 8 条および第 9 条に従って行動しなければならない。

【第11条　プラットフォームを介した連絡】

　プラットフォーム運用者は、供給者と顧客との間の契約の締結又は履

行に関して顧客と供給者が連絡をとるための機能を提供するときは、か

かる連絡を遅滞なく転送しなければならない。

参照法令等：パック旅行指令第15条
旧案：2016年討議草案第 7 条
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【注釈】

　本規定は、パック旅行指令第15条第 2 文の基礎にある考え方を一般化した

ものである。遅滞なく連絡を転送する義務は、プラットフォーム運用者と利

用者間の契約から生じる。

【第12条　プラットフォーム運用者と利用者との間の契約の一方的変更】

第 1 項　プラットフォーム運用者は、次の各号に掲げる要件を具備する

場合には、プラットフォームと利用者間の契約の条件を一方的に変更

することができる。

⒜　変更の効力が生じる少なくとも 1 カ月前に、持続的記録媒体で、

利用者に、当該変更について合理的な通知がなされていること

⒝　当該変更が信義誠実の原則に従っていること

第 2 項　急な法令改正又はサイバーセキュリティに対する差し迫った危

険に対応するために変更を余儀なくされた場合には、プラットフォー

ム運用者は、前項 a 号の通知期間を遵守しなくてよい。

第 3 項　変更の通知により、利用者は、変更された事項についての説明

とともに変更された条件の写しを受け取る必要がある。

第 4 項　プラットフォーム利用者は、条件が変更される場合には、他に

適用される通知期間を遵守せずに、プラットフォームと利用者間の契

約を解約することができる。第 1 項 a 号に基づく通知は、利用者にこ

の解約権を知らせるものでなければならない。

参照法令等：P2B 規則第 3 条第 2 項から第 4 項

【注釈】

　第 1 項は、プラットフォーム運用者がプラットフォーム利用者との契約の

条項を一方的に変更することができる要件を定める。第 1 項ａ号の 1 カ月の

通知期間は、P2B 規則第 3 条第 2 項をモデルとしている。しかし、P2B 規
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則の通知期間は「少なくとも15日間」だけであり、また、この期間は、変更

に応じるために、ビジネス・ユーザーが技術的または商業的に適応できるよ

うにする必要がある場合には延長される。第 1 項ｂ号は、実質的要件とし

て、変更が信義誠実の原則に従っていることを付け加えている。P2B 規則

は契約条項の一方的変更について公正性の基準を定めていない。第 2 項は、

P2B 規則第 3 条第 4 項をモデルとする通知期間の例外を定める。第 3 項

は、プラットフォームと利用者との間の契約の変更に関して透明性を確保し

ようとするものである。第 4 項は、プラットフォーム利用者に解約権を与え

る。これは P2B 規則第 3 条 2 項を範としている。

第三章　プラットフォーム運用者の顧客に対する義務

【第13条　プラットフォーム運用者の役割に関する情報提供義務】

　プラットフォーム運用者は、顧客に対し、可能な限り早期に及び供給

者と顧客との間の契約が締結される直前に、分かり易い方法で、顧客が

契約を締結するのはプラットフォーム運用者ではなく供給者であること

を通知しなければならない。

参照法令等：2008年消費者権利指令草案第 7 条第 1 項、消費者権利指令（消費者のための
ニューディール2019に基づく改正版）第 6 のａ第 1 項ｂ号
旧案：2016年討議草案第11条第 1 項

【注釈】

　第13条は、プラットフォーム運用者の仲介者としての役割に関する報告義

務を定める。情報提供義務は、その契約上の役割について誤解を生じさせな

いことに資するだろう。情報は「カスタマー・ジャーニー〔訳者注：顧客が

商品に関心を持ち、購入に至るまでのプロセスを指すマーケティング用語〕」

の全段階を通じて入手することができなければならない。それゆえ、本規定

は、「可能な限り早期」および「供給者と顧客との間の契約が締結される直
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前」に情報提供することをプラットフォーム運用者に求める。プラットフォ

ーム運用者が情報提供義務に違反する場合には、顧客は、プラットフォーム

運用者に対して有する権利および救済手段だけでなく、供給者と顧客との間

の契約に基づいて供給者に対して有する権利および救済手段を行使すること

ができる（第19条を参照）。

【第14条　供給者に関する情報提供義務】

第 1 項　プラットフォーム運用者は、顧客に対し、供給者と顧客との間

の契約が締結される直前に、分かり易い方法で、供給者が事業者とし

て物品、役務又はデジタルコンテンツを提供しているか否かを通知し

なければならない。

第 2 項　プラットフォーム運用者は、顧客に対し、供給者と顧客との間

の契約の締結直後に、供給者の本人確認のための情報を提供し、かつ

供給者と顧客との間で連絡をとれるようにしなければならない。プラ

ットフォーム運用者は顧客の求めに応じて供給者の住所を開示しなけ

ればならない。

第 3 項　第 1 項及び第 2 項の目的において、プラットフォーム運用者

は、プラットフォーム上の取引に関する利用可能なデータに基づい

て、供給者によって提供された情報に依拠することができる。但し、

当該情報が誤っていることを知り又は知るべきであった場合は、この

限りでない。プラットフォーム運用者は、事業者が非事業者としてプ

ラットフォームに表示されないよう適切な措置を講じなければならな

い。

参照法令等：消費者権利指令（消費者のためのニューディール2019に基づく改正版）第 6
のａ第 1 項ｂ号
旧案：2016年討議草案第11条第 2 項
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【注釈】

　顧客が第三者たる供給者と契約を締結しようとしていることを知るだけで

は顧客にとって不十分である。顧客は、第三者が事業者であるかどうか、つ

まり消費者法が適用されるかどうかについても知る必要がある。それゆえ、

第 1 項は、プラットフォーム運用者に、第三者たる供給者の「地位」につい

ての情報を顧客に提供することを求めている。この規定は、消費者権利指令

（消費者のためのニューディール2019に基づく改正版）第 6 のａ第 1 項ｂ号

を範とする。

　さらに、第 2 項は、プラットフォーム運用者に、第三者である供給者の本

人確認情報および住所について顧客に情報提供することも求める。しかしな

がら、かかる情報は、供給者と顧客との間の契約の締結後ただちに提供され

ればよい。これ以降は、プラットフォーム運用者は、仲介者としてのビジネ

スモデルを守るために、第三者である供給者を特定する情報を開示しないこ

とについて正当な理由を持たないだろう。

　第 3 項が定める通り、プラットフォーム運用者は、原則として、第 1 項お

よび第 2 項の目的のために第三者である供給者によって提供された情報に依

拠することができる。しかし、プラットフォーム運用者が、プラットフォー

ム上の取引に関し利用可能なデータに基づいて、供給者が提供した情報が誤

っていることを知っていたか、または知るべきであったときは、この限りで

ない。例えば、第三者である供給者が事業者として行為していないと表示し

ているが、取引や多数のレビューがそうではないことを示しているような場

合には、プラットフォーム運用者は、顧客が第三者である供給者の地位につ

いて誤認を生じないようにするための適切な措置を講じなければならない

（例えば、供給者に自己申告を訂正するように頼むなど）。この点で、第3項

は、消費者権利指令（消費者のためのニューディール2019に基づく改正版）

第 6 のａ第 1 項ｂ号から逸れる。同指令の規定は、プラットフォーム運用者

に、供給者の自己申告に依拠することを例外なく認めている。
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第四章　プラットフォーム運用者の供給者に対する義務

【第15条　プラットフォーム運用者の供給者に対する情報提供義務】

　プラットフォーム運用者は、プラットフォーム運用者と供給者との間

の契約の締結前に、供給者に対し、持続的記録媒体で、次に掲げる事項

についての情報を提供しなければならない。

⒜　顧客との契約に基づいて物品、役務又はデジタルコンテンツを提

供するのはプラットフォーム運営者ではなく供給者であること

⒝　供給者によるプラットフォームと供給者との間の契約の解約方法

⒞　プラットフォーム運用者によるプラットフォームと供給者との間

の契約の解約方法

⒟　プラットフォーム運用者に支払うべき料金及びその計算方法

⒠　プラットフォーム運用者が供給者と顧客との間の契約のために提

供している全ての決済システム

⒡　供給者と顧客との間の通信の転送方法

参照法令等：P2B 規則第 3 条、フランス消費者法典 L111-7Ⅱ2ﾟ、D111-8および D111-11
旧案：2016年討議草案第13条

【注釈】

　この規定の目的は、プラットフォーム運用者との関係における供給者の権

利・義務について重要な情報を供給者に提供することであり、そしてなによ

り、供給者はプラットフォーム運用者とだけでなく、顧客とも契約を締結す

ることになることを供給者に対して明らかにすることである。P2B 規則

は、特に第 3 条において、本準則とは異なる立法技術を用いて同様の目的を

達成している。それによると、プラットフォーム運用者の契約条項が平易か

つ明瞭な言葉で起草され、容易に入手できるようになっており、また特定の

問題を含んでいることが要件とされている。本準則は、プラットフォーム運
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用者が供給者に伝えなければならない情報のリストを定めるというフランス

の立法者の立法技術を参考にした。さらに、本準則第 3 条は、提供されるべ

き情報が明確であり、分かりやすい方法でかつ機械による読取り可能な形式

で提供されなければならないとしている。

【第16条　顧客に情報提供するための機能提供義務】

第 1 項　プラットフォーム運用者は、供給者に対し、供給者の顧客に対

する情報提供義務を履行するための機能を提供しなければならない。

第 2 項　プラットフォームと供給者との間の契約が、供給者と顧客との

間の契約において供給者が約款を使用することを排除するものでない

ときは、プラットフォーム運用者は、約款の組入れを可能にする機能

を提供しなければならない。

参照法令等：フランス消費者法典 D-111-9゜
旧案：2016年討議草案第14条

【注釈】

　第 1 項が特に考慮に入れているのは、供給者と顧客との間の契約が消費者

契約である場合、供給者は顧客に対し多くの情報提供義務を負うことになる

点である。多くの場合、供給者はプラットフォームを介して必要な情報を伝

えるよりほかない。それゆえ、本準則は、供給者が必要な情報を掲載し顧客

がそれを入手するのに十分な機能をプラットフォームが提供するというやり

方でプラットフォームを設計することを、プラットフォーム運用者に義務付

けている。このルールはフランス法のモデルから着想を得たものである。し

かしながら、このフランス法に基づくルールは、消費者契約が締結されるプ

ラットフォームだけに適用される。本準則では、契約締結前の情報提供の要

件を、消費者ではない者との契約にも適用することができるため、こうした

考え方はすべてのプラットフォームに拡張されている。
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【第17条　解約】

第 1 項　プラットフォームと供給者との間の契約の各当事者は、相手方

に対して通知をし、契約を解約することができる。この場合におい

て、プラットフォーム提供者の通知期間は、契約期間の 1 年目は30

日、 2 年目は60日、 3 年目及び 4 年目以降でかつ契約関係が継続して

いる間は90日を下回ることができない。プラットフォームと供給者と

の間の契約が供給者のために右期間よりも長い期間を定めている場合

には、その期間はプラットフォーム運用者による通知にも適用する。

この場合において、この期間が、その効力を生ずるには、適切なもの

でなければならない。

第 2 項　当事者の一方は、やむを得ない事由がある場合には、契約を即

時に解約することができる。

第 3 項　第 1 項及び第 2 項に基づく通知は、解約の理由を明らかにして

しなければならない。

参照法令等：P2B 規則第 4 条第 2 項から第 5 項、代理店指令第15条第 2 項から第 4 項

【注釈】

　本規定は、プラットフォームと供給者との間の契約の普通解約および特別

解約の要件を定める。第 1 項は普通解約について定める。本規定は、30日の

通知期間を要件とする P2B 規則と異なり、通知期間の時間差モデルを定め

る。このモデルは代理店指令第15条から着想を得て規定された。第 2 項は、

やむを得ない事由による特別解約に関連する。本準則は、どのような場合に

こうした特別解約が正当化されるかについては詳しく説明していない。これ

については適用される契約法総則が応えることになると考えられる。解約の

通知は、普通解約と特別解約の両方に適用される第 3 項に従い、解約の理由

を明らかにしてしなければならない。普通解約の場合、この「連絡義務」の
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主な機能は、解約決定の事実的基礎に関して誤解を招かないように明確にす

ることを当事者に認めることにある。

【第18条　制限及び停止】

第 1 項　プラットフォーム運用者は、供給者に通知して、供給者へのサ

ービスの提供を停止し、又は供給者が提供する一定の物品、役務若し

くはデジタルコンテンツの範囲を制限することができる。この場合に

おいて、この通知は、制限又は停止の理由を明らかにしてしなければ

ならない。

第 2 項　第 1 項の制限又は停止が、プラットフォームと供給者との間の

契約の解約と同様の効力を有する場合には、第17条を準用する。

参照法令等：P2B 規則第 4 条第 1 項

【注釈】

　本規定は、供給者の商売に重大な結果をもたらしかねないアカウントの制

限や停止など、しばしばプラットフォームによって適用される措置に関する

ルールを定める。第 1 項は、プラットフォーム運用者に対し、かかる措置を

供給者に通知し、かつ制限または停止の理由を明記するよう求める。この

「通知義務」の主な機能は、当事者に、プラットフォーム運用者による決定

の事実的基礎に関する誤解を招かないよう明確にすることにある（第17条第

3 項を参照）。これは、当事者間の友好的な解決を促進してくれるだろう。

　第 2 項は、制限または停止が解約と同様の効果をもつ場合に適用される。

このような場合、解約に関するルール（第16条）が準用される。
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第五章　責任

【第19条　プラットフォーム運用者の透明性の欠如についての責任】

　第13条に違反した場合、顧客は、供給者と顧客との間の契約に基づい

て、供給者に対して行使可能な権利及び救済手段をプラットフォーム運

用者に対しても行使することができる。

参照法令等：パック旅指令第13条第 1 項、CJEU case C-149/15 （Wathelet）

【注釈】

　この規定は、第三者との関係において顧客に救済手段を与える点で、部分

的にパック旅行指令第13条第 1 項と一致する。しかしながら、（第三者たる）

プラットフォーム運用者が供給者と顧客間の契約の当事者になることはな

い。この責任は、パック旅行指令とは異なり、プラットフォーム運用者が自

己の情報提供義務を履行しなかったという事実により正当化される。欧州司

法裁判所（CJEU case C149/15 〔Wathelet〕）は、消費者が売買の履行条件

に関して容易に欺罔される可能性のある状況（例えば、プラットフォーム運

用者が物品の所有者であると消費者に信じさせようとする場合など）におい

ては、その責任を仲介者に課すことができると判示した。

【第20条　プラットフォーム運用者の支配的影響力の責任】

第 1 項　プラットフォーム運用者が供給者に対して支配的な影響力を有

していると信頼することについて合理的な理由を有する顧客は、供給

者と顧客との間の契約に基づいて供給者に対して行使可能な権利及び

救済手段をプラットフォーム運用者に対しても行使することができる。

第 2 項　プラットフォーム運用者が供給者に対して支配的な影響力を有

していると信頼することについて合理的な理由を顧客が有しているか

否かの判断に当たっては、特に次の各号に掲げる基準を考慮すること
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　ができる。

⒜　供給者と顧客との間の契約が専らプラットフォーム上で提供され

ている機能を介して締結されている。

⒝　プラットフォーム運用者が、供給者と顧客との間の契約が締結さ

れるまで、供給者の本人確認情報又は契約内容の詳細を提供しない。

⒞　プラットフォーム運用者が、顧客の供給者への支払いの留保をプ

ラットフォーム運用者に可能にする決済システムを排他的に使用し

ている。

⒟　供給者と顧客との間の契約条件が基本的にプラットフォーム運用

者により決定されている。

⒠　顧客が支払わなければならない代金がプラットフォーム運用者に

より決定されている。

⒡　マーケティングが供給者ではなくプラットフォーム運用者に力を

入れている。

⒢　プラットフォーム運用者が、供給者の行動を監視し、かつ法令の

定めを超える自身の基準の遵守を徹底させることを約している。

参照法令等：パック旅行指令第13条第 1 項、CJEU case C-320/16 （Uber France）、CJEU 
case C-149/15 （Wathelet）、Oberdorf v Amazon, Third Circuit Court Appeals, No 18-
1041, 7/3/19、ドイツ民法典第311条第 3 項
旧案：2016年討議草案第18条

【注釈】

　本規定は、さまざまな資料を参考にして作られている。この責任は、供給

者に対するプラットフォーム運用者の支配的影響力に対する顧客の信頼に基

づくものである。プラットフォーム運用者は、単なる技術的・機械的機能に

よりプラットフォームのサービスに中立的に限定されるものではなく、むし

ろ、顧客と供給者間の契約に基づいて積極的に行動する。欧州司法裁判所の

裁判例に基づいて、供給者の責任が仲介者に課される可能性がある。アメリ
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カ合衆国第 3 巡回区控訴裁判所は、オーバードルフ対アマゾン事件（Third 

Circuit Court Appeals, No 18-1041, 7/3/19）において、Amazon は、第三者

たる販売者（third party vendor）が製造品を調達し発送している場合であ

っても、自己のマーケットプレイス上の売買について州法に基づいて責任を

負う可能性のある製造品の「販売者」であると判示した。同裁判所は、

「Amazon の取引への関与は編集機能にまで及んでいる。つまり、Amazon

は、実際の販売過程において大きな役割を果たしている。」と判断した。ま

た、契約当事者になる意図のなかった者の義務に関する国内法上の理論もあ

る。BGB 第311条第 3 項が 1 つの例である。同条項は、契約締結前の交渉の

最中に特に高い信頼を惹起させられたと主張された仲介者に責任を負わせ

る。しかしながら、本規定が定める制裁は、供給者と顧客との間の契約の不

履行についてプラットフォーム運用者に責任を課すことであり、この点で

BGB 第311条第 3 項の定めを超えることになる。

　第 1 項はこの考え方をプラットフォームに転用している。第 2 項において

は、プラットフォーム運用者の支配的な役割を判断する際に考慮すべきいく

つかの指標が示されている。しかしながら、第 2 項は、機械的に適用するこ

とができる決定的な基準のチェックリストではない。これらの基準は、あく

まで指標であって、個々の事案の比較考量の一部にすぎない。これらの基準

を網羅的に満たしていればいるほど、支配的影響力があったことがより明ら

かとなる。しかしながら、最終的には、裁判所（または裁判外紛争解決手続

における中立的な評価者）は、個々の事案に基づいて、支配的影響があった

かどうかを判断しなければならない。

【第21条　プラットフォーム運用者に対する権利及び救済手段の行使】

第 1 項　第19条又は第20条第 1 項の適用がある場合において、顧客が消

費者であるときには、プラットフォーム運用者に対し、供給者が事業

者であるかどうかにかかわらず、供給者が事業者であったとすれば供

給者に対して行使が可能となる権利及び救済手段を行使することがで
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　きる。

第 2 項　第19条又は第20条第 1 項の適用がある場合、顧客は、供給者に

対し救済手段を行使するために、適用される法令に従い、供給者に対

し通知をしなければならない。この場合において、供給者への通知

は、プラットフォーム運用者との関係においても効力を生ずる。

参照法令等：CJEU case C-149/15 （Wathelet）

【注釈】

　第 1 項は、顧客は消費者であるが、供給者が事業者ではない場合を扱って

いる。このような供給者と顧客との間の契約については、消費者法が当然に

は適用されない。第 1 項の趣旨は、プラットフォーム運用者が本準則第 1 条

または第20条第 1 項に基づいて供給者の契約不履行について顧客に対し責任

を負う場合に、プラットフォーム運用者と消費者との間の法律関係に消費者

法が適用されるようにすることである。その結果、顧客は、一方で（消費者

法が適用されない）供給者に対して、他方で（消費者法が適用される）プラ

ットフォーム運用者に対して、相当異なる救済手段をもつことになる。この

ルールの基礎にある考え方は、欧州司法裁判所の裁判例（CJEU case 

C-149/15 〔Wathelet〕）から着想を得ている。

　第 2 項は、顧客が当初、供給者に対してのみ請求していたが、その後、プ

ラットフォーム運用者に対しても請求することにした場合について定める。

このような場合においては、顧客の救済手段は、通知や期日（例えば、契約

に適合しない物品、役務またはデジタルコンテンツを理由とする解除の期限

がすでに経過しているなど）に左右されることになる。第 2 項の規律は、期

日通りに通知（または契約の解除）をしていた顧客が、供給者に対する通知

によってプラットフォーム運用者に対しても通知していたかのように扱われ

ることを保証する。
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【第22条　プラットフォーム運用者による誤認を生じさせる情報の提示】

　プラットフォーム運用者が供給者若しくは顧客、供給者が提供する物

品、役務若しくはデジタルコンテンツ又は供給者と顧客との間の契約に

ついて誤認を生じさせる表示をしたときは、プラットフォーム運用者

は、当該誤認を生じさせる情報により顧客又は供給者に生じた損害につ

いて責任を負う。

参照法令等：不公正取引方法指令（消費者のためのニューディール2019に基づく改正版）
第11条のａ
旧案：2016年討議草案第19条

【注釈】

　本規定は、なかでも、不公正取引方法指令（消費者のためのニューディー

ル2019に基づく改正版）第11条のａから着想を得ている。同指令第11条のａ

は、加盟各国に、誤認を惹起させる情報の提供など不公正な取引方法により

被害を被った消費者に対し、損害賠償請求権を含む相当かつ効果的な救済手

段を与えるよう義務づけている。

　本規定の趣旨は、プラットフォーム運用者に、誤認を生じさせる表示、と

りわけプラットフォーム上で入手できる物品、役務またはデジタルコンテン

ツの質に関する表示を行ったことに対する制裁を加えることである。プラッ

トフォーム上で供給者によって提供される物品、役務またはデジタルコンテ

ンツについてプラットフォーム運用者が行う情報の公開は、その情報が正し

いという期待を生じさせる。しかしながら、当該情報が誤認を生じさせるも

のであった場合には、プラットフォーム運用者の責任が正当化される。

　このことは、プラットフォーム上で提供されている物品、役務またはデジ

タルコンテンツおよびプラットフォームの利用者について行われた表示をプ

ラットフォーム運用者自らが注意深く調査するインセンティブを、プラット

フォーム運用者に与える。また、プラットフォーム運用者が提供する情報に
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対する責任を強化し、もってプラットフォームに対する利用者の信頼を高め

ることにもなる。

【第23条　保証】

　プラットフォーム運用者は、供給者若しくは顧客又は供給者が提供す

る物品、役務若しくはデジタルコンテンツについて与えた保証について

責任を負う。

参照法令等：物品売買契約指令第 2 条第12号および第17条
旧案：2016年討議草案第20条

【注釈】

　本規定は、とりわけ、2019年の物品売買契約指令の商業保証に関する諸規

定から着想を得ている。これらの諸規定の背後には、あらゆる（商業）保証

は保証書に定めれた条件に基づいて保証人を拘束することになるという考え

方がある。この文脈における保証とは、供給者と顧客との間の契約に基づく

供給者の義務に加え、供給者もしくは顧客または供給者によって提供される

物品、役務もしくはデジタルコンテンツが仕様書その他保証書に定められた

条件を満たしていない場合に、何らかの方法でプラットフォーム利用者に賠

償することを、プラットフォーム運用者が利用者に対して引き受けることを

意味する。2019年の新物品売買契約指令とは異なり、本準則は、利用者が消

費者であるかどうかにかかわらず、プラットフォーム運用者が与えたすべて

の保証に適用される。

【第24条　その他の規定違反に対する責任】

　プラットフォーム運用者は、第 3 条から第 5 条、第 7 条、第 9 条第 2

項及び第 3 項、第10条、第11条、第14条から第18条の違反により、プラ

ットフォーム利用者に生じた損害について責任を負う。
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参照法令等：不公正取引方法指令（消費者のためのニューディール2019に基づく改正版）
第11条のａ

【注釈】

　この規定は、その着想を、とりわけ、加盟各国に、誤認を惹起させる情報

の提供など不公正な取引方法により被害を被った消費者に対し、損害賠償請

求権を含む相当かつ効果的な救済手段を与えるよう義務づける不公正取引方

法指令（消費者のためのニューディール2019に基づく改正版）第11条のａか

ら得ている。本準則は、ある義務を定めるルールに何らかの効果を持たせる

には、当該義務への違反が制裁によって担保されなければならない、という

同指令と同様の一般原則に準拠している。本規定は、そうした制裁が他の規

定（第 8 条、第19条および第20条など）に明記されていない限り、本準則に

規定された義務の違反はプラットフォーム運用者に対する義務違反によって

生じた損害の賠償請求権をもたらすことを示している。本準則は、損害賠償

の一般的要件および損害の算定方法については詳しく説明していない。適用

可能な一般的な契約法のルールがこれに対応することになると考えられる。

第六章　補　　償

【第25条　補償請求権】

第 1 項　第19条又は第20条に従い、次の各号に掲げる事項について顧客

に対して責任を負うプラットフォーム運用者は、供給者から補償を受

ける権利を有する。

⒜　供給者の誤認を生じさせる表示　

⒝　供給者と顧客との間の契約における供給者の不履行

第 2 項　プラットフォーム運用者がした誤認を生じさせる表示のために

顧客に対して責任を負う供給者は、プラットフォーム運用者から補償

を受ける権利を有する。
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参照法令等：デジタルコンテンツ指令第20条、物品売買契約指令第18条
旧案：2016年討議草案第22条

【注釈】

　この規定は、他人の行為またはリスクについて責任を負う者は当該他人に

よる補償を受ける権利をもつという原則を一般化している。この原則は、と

くにデジタルコンテンツ指令および物品売買契約指令において示されている

が、本準則の目的に応じて再定式化されている。この原則は、第 1 項および

第 2 項において、最も発生する可能性の高い二つの状況を考慮に入れてい

る。それは、まずプラットフォーム運用者が供給者に対して補償を求める場

合と、次に供給者がプラットフォーム運用者に対して補償を求める場合であ

る。

第七章　最終規定

【第26条　強行法規性】

　すべての当事者は、プラットフォーム利用者を害して、この準則に反

し又はその効果を変更することはできない。

参照法令等：不公正条項指令第 6 条第 1 項、消費用動産売買指令第 7 条、電子商取引指令
第11条第 1 項および第 2 項、P2B 規則、決済サービス指令第38条

【注釈】

　この広範に及ぶ規定は、プラットフォーム利用者を害して本準則の適用が

排除されることがないよう本準則の強行法規性を定める。この規律は、EU

消費者法から着想を得ているが、消費者が含まれる法律関係に強行法規性を

限定していない点で、それらを超える。

　事業者間の関係についても強行法規を定める P2B 規則に触発され、強行

法規性は、プラットフォームと事業者たる供給者との契約においても認めら
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れている。これ以外に、事業者間契約について強行法規性を認める例として

は、決済サービス指令を挙げることができる。同指令第38条第 2 項は、EU

加盟各国に、顧客が小規模事業者（零細企業）である場合には、あたかも消

費者であるかのように保護することを認めている。

【第27条　第三者苦情処理メカニズム】

　プラットフォーム運用者は、第三者に、プラットフォーム利用者によ

る迷惑行為又は損害について理由を付した通知の送信を可能にする公然

とアクセスできる苦情処理メカニズムを無償で提供しなければならな

い。かかる通知を受領したプラットフォーム運用者は、将来の不利益又

は損害を防ぐための合理的かつ相当な措置を講じなければならない。

参照法令等：P2B 規則第11条、消費者権利指令第 6 条第 1 項ｃ号、欧州司法裁判所判例
C-649/17 （Amazon EU）

【注釈】

　この規定は、第三者が、プラットフォーム利用者による迷惑行為または損

害についてプラットフォーム運用者に通知を送信できるようにすることを求

めている。かかる通知は、プラットフォーム運用者に、第三者が被り得る将

来の損害を防ぐことを可能にし、そのことによりプラットフォームの利用者

ではない者の保護水準を引き上げる。

　本条は、プラットフォーム利用者の苦情処理メカニズムに関して定める

P2B 規則第11条とは異なり、第三者による通知を可能にする苦情処理シス

テムを要求する。苦情処理メカニズムは、公然とアクセスできるものでなけ

ればならない。この要件は、消費者向けのウェブショップのアクセス可能性

に関する欧州司法裁判所の裁判例に照らして解釈される必要がある。その結

果、苦情処理メカニズムが「アクセス可能」と評価されるのは、それにより

プラットフォーム運用者が迅速に連絡しかつ効果的にコミュニケーションを
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とることができる場合である。

【第28条　適用可能な法】

第 1 項　第 3 条から第11条及び第27条の規定は、この準則を採択した国

に常居所を有する供給者及び顧客に対し、第 1 条の定義に該当するサ

ービスを提供するプラットフォームに適用する。

第 2 項　第12条及び第 3 章から第 5 章の規定は、この準則を採択した国

の法令が適用されるプラットフォームと顧客との間の契約及びプラッ

トフォームと供給者との間の契約に適用する。

第 3 項　第 6 章の規定は、法定代位又は多数債務者に関して適用される

国際私法により、このモデル準則を採択した国の法令が指定される場

合には、プラットフォームと顧客との間の契約及びプラットフォーム

と供給者との間の契約に適用する。

参照法令等：P2B 規則第 1 条第 2 項、ローマⅠ規則第 3 条、第 4 条、第 6 条、第15条およ
び第16条、ローマⅡ規則第12条
旧案：2016年討議草案第24条

【注釈】

　たいていのオンラインプラットフォームの活動は国境を超える。プラット

フォーム運用者、供給者および顧客は、異なる国に本拠地を置いていること

が多い。第28条は、本準則の国際的な適用範囲を取り扱う。

　第 2 章の規定の多くは、特定の契約にかかわらず、プラットフォームが設

計される方法を規律する。また、第 2 章の諸規定は、場合によっては、必ず

しも契約に基づくわけではない責任を定める。第 1 項は、第 1 条に定義され

たサービスが本準則を採択した国に常居所を有する供給者および顧客に提供

される場合に、これらの諸規定を援用する。この相当に広範な規定は、P2B

規則第 1 条第 2 項に基づいている。

　第 2 項および第 3 項は、契約に関する国際私法上のルールに従うものであ
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り、その契約には、特に供給者と顧客との間の契約、プラットフォームと供

給者との間の契約およびプラットフォームと顧客との間の契約が含まれてい

る。ローマⅠ規則第 3 条は、第 6 条に消費者に有利にはたらくいくつかの制

限が定められているものの、準拠法の選択を当事者に認める。万一に備えた

規定として、ローマⅠ規則第 4 条が、そのような法の選択がない場合に適用

されるルールを定める。それゆえ、第 6 条により消費者が常居所を有する国

の法が援用される場合を除き、供給者と顧客との間の契約には、第 4 条第 1

項に基づいて供給者の常居所地の法が適用されるのが通例である。プラット

フォームと供給者との間の契約およびプラットフォームと顧客との間の契約

は、準拠法の選択がない場合には、おそらくプラットフォーム運用者が常居

所を有する地の国内法が適用されるだろう。まさに第 4 条第 1 項に基づく

「特徴的な給付」を提供しているのがプラットフォーム運用者だからであ

る。契約締結前の義務は、ローマⅡ規則第12条に基づき、同じ法〔訳者注：

プラットフォーム運用者が常居所を有する地の国内法〕が適用される。

　本準則第28条第 2 項は、契約に関する国際私法を基礎とし、本準則が適用

される契約法の一部を成すときは常に、本準則を援用する。第 3 項は、ロー

マⅠ規則第15条および第16条に合わせて、法定代位および多数債務者の事案

について同じモデルを用いている。

　プラットフォーム運用者が常居所を有する国の法が、法の選択またはデフ

ォルトルールのいずれかを通じて、プラットフォームと供給者との間の契約

およびプラットフォームと顧客との間の契約に適用されるだろうから、これ

により、これらの契約が相互に効力を有するところでのルールの抵触の可能

性もおそらく減少するだろう。しかしながら、プラットフォーム運用者が異

なる国々で活動するために異なるプラットフォームを用いる場合には、かか

る適用可能な法の抵触は、供給者または顧客よりもむしろプラットフォーム

運用者が負担すべきリスクである。
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第 3 部
2016年討議草案およびオンラインプラットフォーム

に関するモデル準則の一覧表

オンライン仲介プラットフォームに関
する討議草案

オンラインプラットフォームに関する
モデル準則

第 1 章　適用範囲及び定義 第 1 章　適用範囲及び定義

第 1 条　適用範囲
第 1 項　この指令は、物品、役務又

はデジタルコンテンツの提供に関
する契約が、オンライン仲介プラ
ットフォームを用いて供給者と顧
客との間で締結される場合に、適
用する。

第 2 項　この指令は、次のいずれか
に該当するプラットフォームに
は、適用しない。
⒜　行政機関の権限行使において

運営されるプラットフォーム
⒝　金融サービスの提供に関する

契約が供給者と顧客との間で締
結されるプラットフォーム

⒞　［その他の選択肢］
第 3 項　この指令は、一般的な契約

法に関する法律問題であって、こ
の指令で規律されていないものに
ついては、契約の成立、効力、違
法、効果その他の国内の一般的な
契約法に影響しない。

第 1 項　このモデル準則は、プラット
フォーム運用者とプラットフォーム
利用者間の関係における公正性と透
明性に寄与する一連の諸準則を提供
し、もって欧州連合、加盟国及び加
盟国外の国の立法機関のモデルとな
るとともに、自主規制及び標準の着
想源となることを目的とする。

第 2 項　このモデル準則は、次の各号
に掲げる行為をするプラットフォー
ムとの関係に適用する。
⒜　プラットフォーム運用者が管理

するデジタル環境内において、顧
客に、供給者との間で物品、役務
又はデジタルコンテンツの提供を
内容とする契約の締結を可能にし
ていること

⒝　プラットフォームの外で供給者
と連絡をとりかつ契約を締結する
ために、供給者に対し、プラット
フォーム運用者が管理するデジタ
ル環境内に、顧客が閲覧すること
のできる広告の掲載を可能にして
いること

⒞　物品、役務又はデジタルコンテ
ンツの関連供給者を特定し、該当
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　供給者のウェブサイトに顧客を誘
導し又は該当供給者の連絡先の詳
細を顧客に提供する比較その他の
助言サービスを提供していること

⒟　顧客に、供給者、顧客及び供給
者が提供する物品、役務又はデジ
タルコンテンツに関するレビュー
を、評判システムを通じて提供で
きるようにしていること

第 3 項　このモデル準則は、公的機関
の権限行使において運用されるプラ
ットフォームには適用しない。

第 4 項　保険を含む金融サービス又は
パッケージ旅行及びこれに付随する
旅行手配等の特定の分野に関する諸
規定は、このモデル準則に定めがな
い事項については、優先して適用す
る。

第 2 条　定義
⒜　この指令において「オンライン

仲介プラットフォーム」とは、顧
客が物品、役務又はデジタルコン
テンツの供給者と契約を締結する
ことを可能にするインターネット
又は類似のデジタル手段を介して
アクセスすることが可能な情報社
会サービスをいう。ただし、関連
する供給者の特定のみを行うサー
ビス及び供給者のウェブサイト又
は詳細な連絡先を顧客に提示する
だけのサービスを除く。

⒝　この指令において「プラットフ
ォーム運用者」とは、オンライン
仲介プラットフォームを運用する
者をいう。

第 2 条　定義
⒜　この準則において、「プラット

フォーム」とは、第1条第2項が定
めるサービスを1つ以上提供する
情報社会サービスをいう。

⒝　この準則において、「プラット
フォーム運用者」とは、プラット
フォームを運営する事業者をいう。

⒞　この準則において、「顧客」と
は、物品、役務若しくはデジタル
コンテンツを検索し又は取得する
ためにプラットフォームを利用す
る自然人又は法人をいう。

⒟　この準則において、「供給者」
とは、物品、役務若しくはデジタ
ルコンテンツを顧客に販売するた
めにプラットフォームを利用し、
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⒞　この指令において「顧客」と
は、オンライン仲介プラットフォ
ームを用いて、物品、役務又はデ
ジタルコンテンツを取得する自然
人又は法人をいう。

⒟　この指令において「供給者」と
は、オンライン仲介プラットフォ
ームを用いて、物品、役務又はデ
ジタルコンテンツの取引を行う自
然人又は法人をいう。

⒠　この指令において「供給者と顧
客との間の契約」とは、供給者か
ら、金銭による対価の支払いと引
き換えに［その他の選択肢：個人
データを含むあらゆる反対給付と
引き換えに］、顧客に対して物品
の引渡し、役務の提供又はデジタ
ルコンテンツの提供が行われる契
約をいう。

⒡　この指令において「プラットフ
ォームと顧客との間の契約」と
は、プラットフォーム運用者と顧
客との間で締結されるオンライン
仲介プラットフォーム利用契約を
いう。

⒢　この指令において「プラットフ
ォームと供給者との間の契約」と
は、プラットフォーム運用者と供
給者との間で締結されるオンライ
ン仲介プラットフォーム利用契約
をいう。

⒣　この指令において「消費者」と
は、この指令が適用される契約に
おいて自らの職業、業務、専門技
術又は専門職とは関係のない目的
のために当事者となる自然人をい
う。

　又はプラットフォームを介してこ
れらを顧客に提案する自然人又は
法人をいう。

⒠　この準則において、「供給者と
顧客との間の契約」とは、金銭そ
の他の反対給付による対価の支払
い対して又はデータと引き換え
に、顧客に、物品、役務又はデジ
タルコンテンツが提供されること
を内容とする契約をいう。

⒡　この準則において、「プラット
フォームと顧客との間の契約」と
は、プラットフォームの利用に関
してプラットフォーム運用者と顧
客との間で締結される契約をいう。

⒢　この準則において、「プラット
フォームと供給者との間の契約」
とは、プラットフォームの利用に
関して、プラットフォーム運用者
と供給者との間で締結される契約
をいう。

⒣　この準則において、「消費者」
とは、このモデル準則が適用され
る契約において、自らの取引、事
業、技能又は専門業務とは関係の
ない目的のために行為する自然人
をいう。

⒤　この準則において、「事業者」
とは、民営又は公営であるかにか
かわらず、このモデル準則が適用
される契約に関して、自らの職
業、事業、技能又は専門業務と関
係する目的のために行為する自然
人又は法人をいう。

⒥　この準則において、「プラット
フォーム利用者」とは、供給者、
顧客又はレビューを提供する者を
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⒤　この指令において「事業者」と
は、私営又は公営であるかに関わ
らず、この指令が適用される契約
に関連して自らの職業、業務、専
門技術又は専門職に関係する目的
のために当事者となる自然人又は
法人をいう。

⒥　この指令において「プラットフ
ォーム利用者」とは、オンライン
仲介プラットフォームを利用する
供給者又は顧客をいう。

⒦　この指令において「評価システ
ム」とは、供給者、顧客、物品、
役務又はデジタルコンテンツのラ
ンク付け又はレビューのためのあ
らゆる仕組みをいう。

　いう。
⒦　この準則において、「評判シス

テム」とは、供給者、顧客、物
品、役務若しくはデジタルコンテ
ンツに関するレビューを収集し又
は公開するためのあらゆる構造

（メカニズム）をいう。

第 3 条　統一のレベル
　　加盟国は、国内法において、この

指令に定められた規定と異なる規定
（供給者又は顧客に対し、異なるレ
ベルの保護を与えるものであって、
この指令よりも厳しい規定を含む。）
を維持し又は定めてはならない。

［その他の選択肢：この指令に特段
の定めがない限り］

第 4 条　他の EU 法との関係
第 1 項　この指令が定める要件に

は、特に不公正な取引方法に関す
る指令（Directive2005/29/EC）、
EU 一般データ保護規則（Regula-
tion 〔EU〕 2016/679）、EU 消費者
権利指令 （Directive2011/83/EU）、
域内市場におけるサービスに関す
る指令 （Directive 2006/123/EC）、
決済サービス指令 （Directive 2015/

　2366/EU）及び電子商取引指令
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　（Directive2000/31/EC）に定める
要件も加わる。

第 2 項　この指令の規定が特定部門
を規制する他の EU 法と抵触する
場合には、その特定部門において
は当該 EU 法の規定を優先し、か
つ、適用する。

第 2 章　総則 第 2 章　プラットフォーム運用者のプ
ラットフォーム利用者に対する一般
的義務

第 5 条　情報
　　この指令により提供しなければな

らない情報は明白であり、かつ透明
性を備えていなければならない。

第 3 条　情報及び契約条項の透明性
　　このモデル準則に基づいて提供さ

れる情報及び契約条項は、明確であ
り、分かり易い方法でかつ機械によ
る読み取りが可能な形式で提供され
なければならない。契約条項は、契
約締結前を含む利用者及びプラット
フォーム運用者との関係のすべての
段階において利用者が容易に入手で
きるようにしなければならない。

第 6 条　リスティングの透明性
　　オンライン仲介プラットフォーム

上のリスティング広告を表示できる
箇所が、次の各号に掲げる事項に依
拠する場合には、これを顧客に示さ
なければならない。
⒜　供給者がよりよい表示箇所のた

めに対価を支払っていること
⒝　供給者とプラットフォーム運用

者間のあらゆる企業間関係

第 4 条　ランキングの透明性
第 1 項　プラットフォーム運用者

は、検索語句の結果として利用者
に示されるランキングを決定する
主要なパラメータについての情報
を利用者が容易に入手できるよう
にしなければならない。この義務
は、基礎を成すアルゴリズムに関
するいかなる営業秘密も侵害しな
い。プラットフォーム運用者は、
顧客を害する目的で検索結果を操
作するために容易に利用されるお
それのある情報は開示しなくてよ
い。

第 2 項　プラットフォーム運用者
は、検索語句の結果が供給者の支
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　払った報酬その他のプラットフォ
ームと供給者との間の金銭的関係
又は企業的つながりによる影響を
受けているか否かについて、利用
者に情報を提供しなければならな
い。

第 7 条　プラットフォームによる通信
第 1 項　オンライン仲介プラットフ

ォームが、供給者と顧客との間の
契約の締結又は履行に関し、顧客
と供給者間の通信のための設備を
提供するときは、プラットフォー
ム運用者は遅滞なくすべての伝達
内容を送付しなければならない。

第 2 項　供給者と顧客との間の通信
に関し、プラットフォーム運用者
の通信システムを介した通信の受
信は、当該通信が消費者又は事業
者間契約における顧客により行わ
れたものであるときは、本来受信
することを予定された者による受
信とみなす。

第 8 条　評価システム
第 1 項　自己のオンライン仲介プラ

ットフォームにおいて評価システ
ムを提供するプラットフォーム運
用者は、ランク付け及びレビュー
の収集、処理及び公表の様式に関
する情報を提供しなければならな
い。

第 2 項　評価システムは、職業上の
注意の基準を満たさなければなら
ない。

第 3 項　評価システムは、次の各号
に掲げる基準のいずれかを満たす
場合には、職業上の注意の基準を

第 5 条　評判システムの一般的要件
第 1 項　オンラインプラットフォー

ム上で評判システムを提供するプ
ラットフォーム運用者は、関連す
る情報がレビューとしてどのよう
に収集、処理され及び公開される
かについての情報を提供しなけれ
ばならない。

第 2 項　評判システムは、職業上の
注意の基準を満たしていなければ
ならない。

第 3 項　評判システムは、次に掲げ
る要件のうちのいずれかに該当す
る場合には、職業上の注意の基準
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　満たしているものと推定する。
⒜　欧州規格を採用する国家規格

及び欧州委員会により EU 官報
に公表された資料

⒝　第4項に定める基準
第 4 項　前項⒝号の基準は、次の各

号に掲げる基準をいう。
⒜　プラットフォーム運用者は、

レビューが実在する顧客による
ものであると主張する場合に
は、当該レビューが承認を得た
取引に基づくことを立証するた
めの合理的かつ相当な措置を講
じなければならない。

⒝　何らかの利益と引き換えにレ
ビューが求められている場合に
は、その旨が示されなければな
らない。

⒞　レビューが却下された場合、
評価者に当該却下の事実及びそ
の理由を遅滞なく通知しなけれ
ばならない。

⒟　レビューは、遅滞なく公表さ
れなければならない。

⒠　初期設定により表示されるレ
ビューの順序は誤認を生じさせ
るものであってはならない。プ
ラットフォームの利用者は、レ
ビューを時系列で閲覧すること
ができなければならない。

⒡　評価システムが古いレビュー
を除外するものであるときは、
利用者にその旨を示さなければ
ならない。除外されるまでの期
間は、合理的な期間でなければ
ならず、かつ12カ月を下ること

　を満たしているものと推定する。
⒜　ISO 20488 : 2018（オンライ

ン消費者レビュー）等、国家規
格、欧州規格又は国際標準化機
構によって採用された任意の標
準

⒝　第 6 条が定める基準

第 6 条　評判システムの職業上の注意
の基準

　　第 5 条第 3 項ｂ号の基準は、次の
各号に定めるところによる。
⒜　プラットフォーム運用者は、レ

ビューがその対象の真正な体験に
基づいていることを保証する合理
的かつ相当な措置を講じなければ
ならない。

⒝　プラットフォーム運用者は、あ
るレビューが確認された取引に基
づいていることを主張するとき
は、そのレビューが当該取引の当
事者によるものであることを保証
しなければならない。

⒞　プラットフォーム運用者は、レ
ビューの執筆者が評価を与えたこ
とで何らかの利益を受けたことを
知り又は知るべきであったとき
は、その旨を表示しなければなら
ない。プラットフォーム運用者
は、レビューの執筆者が特別に肯
定的又は否定的な評価を与えたこ
とで何らかの利益を受けたことを
知り又は知るべきであったとき
は、かかるレビューが公開されて
いないことを保証しなければなら
ない。

⒟　レビューは正当な理由に基づい
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　ができない。
⒢　レビューがランク付け全体に

統合される場合には、ランク付
けの基礎となるレビューの総数
が示されなければならない。

⒣　プラットフォーム運用者は、
プラットフォームの利用者がレ
ビューの真偽につき疑義を抱い
た場合に理由を付した通知を提
出することができる苦情処理シ
ステムを無償で提供しなければ
ならない。

第 5 項　プラットフォーム運用者と
供給者間の契約又はプラットフォ
ーム運用者と顧客間の契約の終了
に際し、プラットフォーム運用者
は、既存のレビューを、構造化さ
れ、一般的に使用され、かつ機械
読取可能な他の評価システムに転
送するための設備を提供しなけれ
ばならない。

　てのみ却下し又は削除することが
できる。かかる却下又は削除につ
いてはその理由を付して、遅滞な
く、レビューの執筆者に通知され
なければならない。プラットフォ
ーム運用者は、顧客を害する目的
で評判システムを操作するために
容易に利用されるおそれのある情
報は開示しなくてよい。

⒠　レビューは、遅滞なく、公開さ
れなければならない。

⒡　初期設定によりレビューが表示
される順序又は相対的重要性は誤
認を生じさせるものであってはな
らない。プラットフォーム運用者
は、レビューが表示される順序又
は相対的重要性を決定する主要な
パラメータについて容易にアクセ
スすることができる情報を利用者
に提供しなければならない。レビ
ューはその送信日が表示されなけ
ればならない。プラットフォーム
利用者は、時系列でレビューを閲
覧することができなければならな
い。

⒢　評判システムがレビューを一定
の期間に限って表示するものであ
るときは、その期間がプラットフ
ォーム利用者に対して表示されな
ければならない。この場合におい
て、その期間は、合理的な長さで
なければならず、かつ12カ月を下
ることができない。

⒣　個々のレビューが総合評価に統
合される場合、その計算方法は誤
認を生じさせる結果をもたらすも
のであってはならない。総合評価
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　がレビューの数値の平均以外の要
素に基づいて計算されるときは、
プラットフォーム運用者は、プラ
ットフォーム利用者にかかる要素
について情報を提供しなければな
らない。総合評価の基礎となるレ
ビューの総数は表示されなければ
ならない。レビューが一定の期間
に限って表示されるときは、その
期間より前のレビューは総合評価
の計算に用いてはならない。

⒤　プラットフォーム運用者は、プ
ラットフォーム利用者に対して、
次に掲げる事項を可能にする構造

（メカニズム）を無償で提供しな
ければならない。
aa）　不正使用について理由を付

した通知を送信すること
bb）　レビューの影響を受けてい

るプラットフォーム利用者が返
答を送信すること。この場合に
おいて、その返答は、遅滞な
く、当該レビューとともに公開
されなければならない。

第 7 条　レビューのデータポータビリ
ティ
第 1 項　プラットフォーム運用者

は、毎月一回以上及びプラットフ
ォームと利用者間の契約の終了時
に、現存するレビューが一般的に
使用されかつ機械による読み取り
が可能な構造化形式で他のプラッ
トフォーム運用者の評判システム
に直接転送される機能を提供しな
ければならない。

第 2 項　プラットフォーム運用者
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　は、プラットフォームと供給者と
の間の契約又はプラットフォーム
と顧客との間の契約の締結前に、
プラットフォーム利用者が他のプ
ラットフォーム運用者の評判シス
テムにレビューの転送を希望する
場合に適用される手続、技術要
件、概算時間及び料金についての
情報を提供しなければならない。

第 3 項　他のプラットフォームから
レビューを転送するとき、プラッ
トフォーム運用者は、レビューが
第 5 条第 2 項及び第 3 項に基づく
職業上の注意の基準に従って生成
されたことを確認しなければなら
ない。

第 4 項　他のプラットフォームから
転送されたレビューを表示すると
き、プラットフォーム運用者は、
レビューが別のプラットフォーム
で生成されたことを表示しなけれ
ばならない。

第 9 条　利用者保護義務
　　プラットフォーム運用者は、次の

各号に掲げる事項について確かな証
拠を得た場合において、プラットフ
ォームの利用者を保護するための適
切な措置を講じないときは、これに
よって利用者に生じた損害につき責
に任ず。
⒜　他のプラットフォーム利用者に

不利益をもたらす供給者又は顧客
の犯罪行為

⒝　生命若しくは身体に対する侵
害、プライバシーの侵害、財産権

［その他の選択肢：有形財産権］

第 8 条　利用者保護義務
第 1 項　プラットフォーム運用者

は、プラットフォーム利用者の利
用状況を監視する一般的な義務を
負わない。

第 2 項　次の各号に掲げる事項につ
いて確かな証拠を得たプラットフ
ォーム運営者であって、プラット
フォーム利用者を保護する適切な
措置を講じなかった者は、これに
よりプラットフォーム利用者に生
じた損害に対して責任を負う。
⒜　他の利用者を害する供給者又

は顧客の犯罪行為
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　の侵害、自由のはく奪その他の類
似する他人の権利の侵害を生じさ
せるおそれのある供給者又は顧客
の行為

⒝　他の利用者を害する身体傷
害、プライバシーの侵害、有体
財産の侵害、自由の喪失その他
類似する権利の侵害を生じさせ
るおそれのある供給者又は顧客
の行為

第 3 項　前項の規定は、供給者と顧
客との間の契約に基づいて提供さ
れる物品、役務又はデジタルコン
テンツから利益を受け、又はそれ
らから生じる危険に曝される第三
者が害される場合にも適用する。

第 9 条　利用者提供の誤認惹起情報対
応義務
第 1 項　プラットフォーム運用者

は、法令に別段の定めがある場合
を除き、プラットフォーム上で供
給者又は顧客によって提供される
情報を監視する義務を負わない。

第 2 項　プラットフォーム運用者
は、供給者によりプラットフォー
ム上に提供された誤認を生じさせ
る情報につき通知を受けたとき
は、それが供給者自身又は供給者
が提供する物品、役務若しくはデ
ジタルコンテンツについてである
かにかかわらず、供給者の協力の
もと、当該誤認を生じさせる情報
を修正し、削除し又はアクセスで
きないようにするための合理的な
措置を講じなければならない。プ
ラットフォーム運用者は、プラッ
トフォーム上で供給者と顧客との
間の契約を締結した顧客及びかか
かる誤認を生じさせる情報の影響
を受けるおそれのある顧客に対し
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　ても情報を提供するための合理的
かつ相当な措置を講じなければな
らない。

第 3 項　前項の規定は、顧客によっ
て提供された顧客自身の情報につ
いて準用する。

第10条　報告設備
　　プラットフォーム運用者は、第8

条及び第9条に従って行為の通知を
するための公然とアクセスすること
ができる連絡手段を提供しなければ
ならない。この場合において、この
連絡手段は匿名による通知を可能に
するものでなければならない。

第11条　プラットフォームを介した連
絡

　　プラットフォーム運用者は、供給
者と顧客との間の契約の締結又は履
行に関して顧客と供給者が連絡をと
るための機能を提供するときは、か
かる連絡を遅滞なく転送しなければ
ならない。

第12条　プラットフォーム運用者と利
用者間契約の一方的変更
第 1 項　プラットフォーム運用者

は、次の各号に掲げる要件を具備
する場合には、プラットフォーム
と利用者間の契約の条件を一方的
に変更することができる。
⒜　変更の効力が生じる少なくと

も 1 カ月前に、持続的記録媒体
で、利用者に、当該変更につい
て合理的な通知がなされている
こと

⒝　当該変更が信義誠実の原則に
従っていること
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第 2 項　急な法令改正又はサイバー
セキュリティに対する差し迫った
危険に対応するために変更を余儀
なくされた場合には、プラットフ
ォーム運用者は、前項ａ号の通知
期間を遵守しなくてよい。

第 3 項　変更の通知により、利用者
は、変更された事項についての説
明とともに変更された条件の写し
を受け取る必要がある。

第 4 項　プラットフォーム利用者
は、条件が変更される場合には、
他に適用される通知期間を遵守せ
ずに、プラットフォームと利用者
間の契約を解約することができ
る。第 1 項ａ号に基づく通知は、
利用者にこの解約権を知らせるも
のでなければならない。

第10条　強行法規
　　プラットフォーム運用者と顧客間

の契約又はプラットフォーム運用者
と供給者間の契約において、この章
の規定を国内法化した国内法令の適
用を排除し、これを制限し、又はそ
の効果を変更する契約条項であっ
て、顧客又は供給者を害するもの
は、無効とする。

第 3 章　プラットフォーム運用者の顧
客に対する義務

第 3 章　プラットフォーム運用者の顧
客に対する義務

第11条　プラットフォーム運用者及び
供給者に関する情報提供義務
第 1 項　プラットフォーム運用者

は、供給者と顧客との間の契約が
締結される前［その他の選択肢：
適切な時期］に、顧客の契約の相
手方がプラットフォーム運用者で

第13条　プラットフォーム運用者の役
割に関する情報提供義務

　　プラットフォーム運用者は、顧客
に対し、可能な限り早期に及び供給
者と顧客との間の契約が締結される
直前に、分かり易い方法で、顧客が
契約を締結するのはプラットフォー
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　はなく、供給者であることを顧客
に通知しなければならない。

第 2 項　プラットフォーム運用者
は、供給者が物品、役務又はデジ
タルコンテンツを事業者として提
供しているか否かを顧客に通知す
ることを保証しなければならない。

　ム運用者ではなく供給者であること
を通知しなければならない。

第14条　供給者に関する情報提供義務
第 1 項　プラットフォーム運用者

は、顧客に対し、供給者と顧客と
の間の契約が締結される直前に、
分かり易い方法で、供給者が事業
者として物品、役務又はデジタル
コンテンツを提供しているか否か
を通知しなければならない。

第 2 項　プラットフォーム運用者
は、顧客に対し、供給者と顧客と
の間の契約の締結直後に、供給者
の本人確認のための情報を提供
し、かつ供給者と顧客との間で連
絡をとれるようにしなければなら
ない。プラットフォーム運用者は
顧客の求めに応じて供給者の住所
を開示しなければならない。

第 3 項　第 1 項及び第 2 項の目的に
おいて、プラットフォーム運用者
は、プラットフォーム上の取引に
関する利用可能なデータに基づい
て、供給者によって提供された情
報に依拠することができる。但
し、当該情報が誤っていることを
知り又は知るべきであった場合
は、この限りでない。プラットフ
ォーム運用者は、事業者が非事業
者としてプラットフォームに表示
されないよう適切な措置を講じな
ければならない。

第12条　消費者に有利な強行規定
　　プラットフォーム運用者と消費者

間の関係においては、当事者は、消
費者を害して、この章の規定を国内
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　法化した国内法令の適用を排除し、
これを制限し、又はその効果を変更
することはできない。

第 4 章　プラットフォーム運用者の供
給者に対する義務

第 4 章　プラットフォーム運用者の提
供者に対する義務

第13条　オンライン仲介プラットフォ
ームに関する情報提供義務

　　プラットフォーム運用者は、プラ
ットフォーム運用者と供給者間の契
約が締結される前に、供給者に次の
各号に掲げる事項について情報を提
供する義務を負う。
⒜　供給者は、プラットフォーム運

用者との間で締結する契約ではな
く、顧客との間で締結する契約に
基づいて物品、役務若しくはデジ
タルコンテンツを提供すること

⒝　プラットフォーム運用者に支払
う手数料及びその算定方法

⒞　プラットフォーム運用者が、供
給者と顧客との間の契約のために
提供する決済機能

⒟　供給者と顧客との間の通信方法
⒠　プラットフォーム運用者は顧客

を供給者のために選出しているか
否か、及び供給者は指名された顧
客を拒否することができるか否か

［その他の選択肢：提案された供
給者と顧客との間の契約であった
か否か］

第15条　プラットフォーム運用者の提
供者に対する情報提供義務

　　プラットフォーム運用者は、プラ
ットフォーム運用者と供給者間の契
約の締結前に、供給者に対し、持続
的記録媒体で、次に掲げる事項につ
いての情報を提供しなければならな
い。
⒜　顧客との契約に基づいて物品、

役務又はデジタルコンテンツを提
供するのはプラットフォーム運営
者ではなく供給者であること

⒝　供給者によるプラットフォーム
と供給者との間の契約の解約方法

⒞　プラットフォーム運用者による
プラットフォームと供給者との間
の契約の解約方法

⒟　プラットフォーム運用者に支払
うべき料金及びその計算方法

⒠　プラットフォーム運用者が供給
者と顧客との間の契約のために提
供している全ての決済システム

⒡　供給者と顧客との間の通信の転
送方法

第14条　顧客に情報提供するための設
備を提供する義務

　　プラットフォーム運用者は、供給
者に、供給者が顧客に対して負う情
報提供義務を履行するための設備を
提供しなければならない。

第16条　顧客へ情報提供するための設
備提供義務
第 1 項　プラットフォーム運用者

は、供給者に対し、供給者の顧客
に対する情報提供義務を履行する
ための機能を提供しなければなら
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　ない。
第 2 項　プラットフォームと供給者

との間の契約が、供給者と顧客と
の間の契約において供給者が約款
を使用することを排除するもので
ないときは、プラットフォーム運
用者は、約款の組入れを可能にす
る機能を提供しなければならない。

第17条　解約
第 1 項　プラットフォームと供給者

との間の契約の各当事者は、相手
方に対して通知をし、契約を解約
することができる。この場合にお
いて、プラットフォーム提供者の
通知期間は、契約期間の 1 年目は
30日、 2 年目は60日、 3 年目及び
4 年目以降で契約関係が継続して
いる間は90日を下ることができな
い。プラットフォームと供給者と
の間の契約が供給者のために右期
間よりも長い期間を定めている場
合には、その期間はプラットフォ
ーム運用者による通知にも適用す
る。この場合において、この期間
が、その効力を生ずるには、適切
なものでなければならない。

第 2 項　当事者の一方は、やむを得
ない事由がある場合には、契約を
即時に解約することができる。

第 3 項　第 1 項及び第 2 項に基づく
通知は、解約の理由を明らかにし
てしなければならない。

第18条　制限及び停止
第 1 項　プラットフォーム運用者

は、供給者に通知して、供給者へ
のサービスの提供を停止し、又は
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　供給者が提供する一定の物品、役
務若しくはデジタルコンテンツの
範囲を制限することができる。こ
の場合において、この通知は、制
限又は停止の理由を明らかにして
しなければならない。

第 2 項　第 1 項の制限又は停止が、
プラットフォームと供給者との間
の契約の解約と同様の効力を有す
る場合には、第17条を準用する。

第15条　強行規定
　　当事者は、供給者を害して、この

章の規定を排除し又は逸脱すること
ができない。［その他の選択肢：た
だし、本規定は、専ら事業者のみを
プラットフォームの利用者として認
めるプラットフォーム運用者には、
これを適用しない。］

第 5 章　プラットフォーム運用者の責
任

第 5 章　責任

第16条　通則
第 1 項　自己が仲介者であることを

平易な表現を用いて顧客及び供給
者に表示するプラットフォーム運
用者は、供給者と顧客との間の契
約に基づく債務の不履行について
責任を負わない。

第 2 項　プラットフォーム運用者
は、プラットフォーム運用者と供
給者間の契約及びプラットフォー
ム運用者と顧客間の契約に基づく
責任のほか、次の各号に掲げる責
任を負う。
⒜　第17条により供給者から受け

た誤認を生じさせる情報を削除
する義務の懈怠により顧客に対
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　して負う責任
⒝　第18条によりプラットフォー

ム運用者が供給者に対して支配
的な影響力を有していると信頼
することについて合理的な理由
のある顧客に対して負う責任

⒞　第19条によりプラットフォー
ム運用者が誤認を生じさせる表
示をしたことにより顧客又は供
給者に対して負う責任

⒟　第20条の保証について顧客又
は供給者に対して負う責任

第19条　プラットフォーム運用者の透
明性の欠如についての責任

　　第13条に違反した場合、顧客は、
供給者と顧客との間の契約に基づい
て、供給者に対して行使し得る権利
及び救済手段をプラットフォーム運
用者に対しても行使することができ
る。

第17条　供給者から受けた誤認を生じ
させる情報の削除義務
第 1 項　供給者がプラットフォーム

上で誤認を生じさせる情報を表示
し、かつ、その情報がプラットフ
ォーム運用者に宛てられた通知に
より知らされた場合には、プラッ
トフォーム運用者は、当該誤認を
生じさせる情報を削除し又は是正
しない限り、これによって生じた
損害を賠償する責任を負う。

第 2 項　プラットフォーム運用者
は、供給者が表示した誤認を生じ
させる情報を是正するために評価
システムを使用する場合には、当
該誤認を生じさせる情報について
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　評価システムを介して有効に対策
が講じられたことを証明しなけれ
ばならない。

第 3 項　第18条の規定の適用がある
場合、プラットフォーム運用者
は、本条第 1 項の義務を果たすた
めに評価システムを用いることが
できない。

第18条　供給者の不履行に対するプラ
ットフォーム運用者の責任
第 1 項　顧客においてプラットフォ

ーム運用者が供給者に対して支配
的な影響力を有していると信頼す
ることが合理的な場合には、プラ
ットフォーム運用者は、供給者と
顧客との間の契約の債務の不履行
について供給者と連帯してその責
任を負う。

第 2 項　顧客においてプラットフォ
ーム運用者が供給者に対して支配
的な影響力を有していると信頼す
ることが合理的であるかどうかの
判断に当たっては、特に、次の各
号に掲げる基準が考慮されなけれ
ばならない。
⒜　供給者と顧客との間の契約

が、専らプラットフォーム上で
提供される設備を介して締結さ
れたものである。

⒝　プラットフォーム運用者が、
供給者と顧客との間の契約に基
づいて顧客が行った決済を留保
することができる。

⒞　プラットフォーム運用者が供
給者と顧客との間の契約の条項
を本質的に決定している。

第20条　プラットフォーム運用者の支
配的影響力の責任
第 1 項　プラットフォーム運用者が

供給者に対して支配的な影響力を
有していると信頼することについ
て合理的な理由のある顧客は、供
給者と顧客との間の契約に基づい
て供給者に対して行使し得る権利
及び救済手段をプラットフォーム
運用者に対しても行使することが
できる。

第 2 項　プラットフォーム運用者が
供給者に対して支配的な影響力を
有していると信頼することについ
て合理的な理由を顧客が有してい
るか否かの判断に当たっては、特
に次の各号に掲げる基準を考慮す
ることができる。
⒜　供給者と顧客との間の契約が

専らプラットフォーム上で提供
されている機能を介して締結さ
れている。

⒝　プラットフォーム運用者が、
供給者と顧客との間の契約が締
結されるまで、供給者の本人確
認情報又は契約内容の詳細を提
供しない。

⒞　プラットフォーム運用者が、
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⒟　顧客により支払われる金額が
プラットフォーム運用者によっ
て決定されている。

⒠　プラットフォーム運用者が供
給者と同一のイメージ又は商標
を表示している。

⒡　マーケティングが供給者では
なく、プラットフォーム運用者
に集中している。

⒢　［その他の選択肢：プラット
フォーム運用者が、供給者の行
動を監視することを顧客に対し
て約束している。］

　顧客による供給者への支払いの
留保をプラットフォーム運用者
に可能にする決済システムを専
用している。

⒟　供給者と顧客との間の契約条
件が基本的にプラットフォーム
運用者により決定されている。

⒠　顧客が支払わなければならな
い代金がプラットフォーム運用
者により決定されている。

⒡　マーケティングが供給者では
なくプラットフォーム運用者を
重視している。

⒢　プラットフォーム運用者が、
供給者の行動を監視し、かつ法
令の定めを超える自身の基準の
遵守を徹底させることを約して
いる。

第21条　プラットフォーム運用者に対
する権利及び救済手段の行使
第 1 項　第19条又は第20条第 1 項の

適用がある場合、消費者である顧
客は、プラットフォーム運用者に
対し、供給者が事業者であるかに
かかわらず、供給者が事業者であ
ったとすれば供給者に対して行使
することができる権利及び救済手
段を行使することができる。

第 2 項　第19条又は第20条第 1 項の
適用がある場合、顧客は、供給者
に対し救済手段を行使するため
に、適用される法令に従い、供給
者に対し通知をしなければならな
い。この場合において、供給者へ
の通知は、プラットフォーム運用
者との関係においても効力を生ず
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　る。

第19条　プラットフォーム運用者によ
る誤認を生じさせる表示
第 1 項　プラットフォーム運用者

は、供給者又は供給者の提供する
物品、役務若しくはデジタルコン
テンツについて誤認を生じさせる
表示を行った場合には、これによ
って顧客に生じた損害について責
任を負う。

第 2 項　プラットフォーム運用者
は、顧客について誤認を生じさせ
る表示を行った場合には、これに
よって供給者に生じた損害につい
て責任を負う。

第22条　プラットフォーム運用者によ
る誤認を生じさせる情報の提示

　　プラットフォーム運用者が供給者
若しくは顧客、供給者が提供する物
品、役務若しくはデジタルコンテン
ツ又は供給者と顧客との間の契約に
ついて誤認を生じさせる表示をした
ときは、プラットフォーム運用者
は、当該誤認を生じさせる情報によ
り顧客又は供給者に生じた損害につ
いて責任を負う。

第20条　保証
　　プラットフォーム運用者は、供給

者若しくは顧客について与えた保証
又は供給者の提供する物品、役務若
しくはデジタルコンテンツについて
与えた保証について責任を負う。

第23条　保証
　　プラットフォーム運用者は、供給

者若しくは顧客又は供給者が提供す
る物品、役務若しくはデジタルコン
テンツについて与えた保証について
責任を負う。

第24条　その他の規定違反に対する責
任

　　プラットフォーム運用者は、第 3
条から第 5 条、第 7 条、第 9 条第 2
項及び第 3 項、第10条、第11条、第
14条から第18条の違反により、プラ
ットフォーム利用者に生じた損害に
ついて責任を負う。

第21条　強行規定
　　当事者は、プラットフォームの利

用者を害して、この章の規定を国内
法化した国内法令に基づくプラット
フォーム利用者の権利を制限し又は
その効果を変更することはできない。
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第 6 章　補償 第 6 章　補償

第22条　補償請求権
第 1 項　第17条又は第18条により、

次の各号に掲げる事項について顧
客に対して責任を負うプラットフ
ォーム運用者は、供給者による補
償を受ける権利を有する。
⒜　供給者による誤認を生じさせ

る表示
⒝　供給者による供給者と顧客と

の間の契約の債務の不履行
第 2 項　プラットフォーム運用者に

よる誤認を生じさせる表示のため
に顧客に対して責任を負う供給者
は、プラットフォーム運用者によ
る補償を受ける権利を有する。

第25条　補償請求権
第 1 項　第19条又は第20条に従い、

次の各号に掲げる事項について顧
客に対して責任を負うプラットフ
ォーム運用者は、供給者から補償
を受ける権利を有する。
⒜　供給者の誤認を生じさせる表

示
⒝　供給者の供給者と顧客との間

の契約の不履行
第 2 項　プラットフォーム運用者が

した誤認を生じさせる表示のため
に顧客に対して責任を負う供給者
は、プラットフォーム運用者から
補償を受ける権利を有する。

第23条　強行規定
　　当事者は、供給者を害して、この

章の規定を国内法化した国内法令に
基づく供給者の権利を制限し又はそ
の効果を変更することはできない。

第 7 章　最終規定 第 7 章　最終規定

第26条　強行法規性
　　すべての当事者は、プラットフォ

ーム利用者を害して、この準則に反
し又はその効果を変更することはで
きない。

第27条　第三者苦情処理メカニズム
　　プラットフォーム運用者は、第三

者に、プラットフォーム利用者によ
る迷惑行為又は損害について理由を
付した通知の送信を可能にする公然
とアクセスできる苦情処理メカニズ
ムを無償で提供しなければならな
い。かかる通知を受領したプラット
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　フォーム運用者は、将来の不利益又
は損害を防ぐための合理的かつ相当
な措置を講じなければならない。

第24条　適用可能な法
第 1 項　第 2 章を国内法化した各加

盟国の国内法令は、域内市場で運
用され、かつ、当該加盟国に常居
所を有するプラットフォーム運用
者が運用するオンライン仲介プラ
ットフォームに、適用する。常居
所を非加盟国に有するプラットフ
ォーム運用者が運用するオンライ
ン仲介プラットフォームは、供給
者若しくは顧客の利益に影響を及
ぼし又は及ぼすおそれのある場合
には、第 2 章の規定を国内法化し
た各加盟国の国内法令の定めると
ころによる。

第 2 項　第 3 章から第 5 章を国内法
化した各加盟国の国内法令は、加
盟国法の適用を受けるプラットフ
ォーム運用者と顧客間の契約及び
プラットフォーム運用者と供給者
間の契約に、適用する。ローマⅡ
規則（EC864/2007）第12条を準
用する。

第 3 項　第 6 章の規定を国内法化し
た各加盟国の国内法令は、ローマ
Ⅰ規則（EC593/2008）第15条に
より当該加盟国の法令の適用を受
けるプラットフォーム運用者と顧
客間の契約及びプラットフォーム
運用者と供給者間の契約に、適用
する。

第 4 項　顧客は、消費者であるか否
かにかかわらず、非加盟国法を選

第28条　適用可能な法
第 1 項　第 3 条から第11条及び第27

条の規定は、この準則を採択した
国に常居所を有する供給者及び顧
客に対し、第 1 条の定義に該当す
るサービスを提供するプラットフ
ォームに適用する。

第 2 項　第12条及び第 3 章から第 5
章の規定は、この準則を採択した
国の法令が適用されるプラットフ
ォームと顧客との間の契約及びプ
ラットフォームと供給者との間の
契約に適用する。

第 3 項　第 6 章の規定は、法定代位
又は多数債務者に関して適用され
る国際私法により、このモデル準
則を採択した国の法令が指定され
る場合には、プラットフォームと
顧客との間の契約及びプラットフ
ォームと供給者との間の契約に適
用する。
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　択することによりこの指令の保護
を失わない。ただし、プラットフ
ォーム運用者が専ら事業者のみを
顧客として承認する場合には、こ
の限りでない。

第25条　強制
第 1 項　各加盟国は、この指令の遵

守を保証するために適切かつ効果
的な措置を講じなければならない。

第 2 項　前項の措置には、国内法の
定めるところにより、次の各号に
掲げるもののうち 1 つ又は複数以
上が裁判所又は管轄権を有する行
政機関に先立って、この指令を国
内法化した国内法令の適用を保証
するための措置を講じることがで
きる旨の規定が含まれていなけれ
ばならない。
⒜　公共団体又はその代表
⒝　消費者保護に正当な利益を有

する消費者団体
⒞　訴訟に正当な利益を有する職

能団体

第26条　制裁
第 1 項　各加盟国は、この指令によ

り施行された国内法令の違反に対
して適用することが可能な制裁に
関する規定を定め、かつ、制裁の
執行を確実にするのに必要なあら
ゆる措置を講じなければならな
い。規定される制裁は、効果的
で、相当、かつ抑止的なものでな
ければならない。

第 2 項　加盟国は、前項の規定を
……までに委員会に通知し、か
つ、これに影響を及ぼす事後のす
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　べての改正を遅滞なく委員会に通
知しなければならない。

第27条　国内法化
第 1 項　各加盟国は、……までに、

この指令の順守に必要な法律、規
則及び行政規定を可決及び公布し
なければならない。各加盟国は、
直ちに委員会にこれらの法令の文
言を書面で通知し、かつ、事後の
すべての改正を遅滞なく委員会に
通知しなければならない。各加盟
国は、……から［その他の選択
肢 ： 前 段 の 日 付 か ら 6 か 月 後
に］、前段の法令を施行しなけれ
ばならない。各加盟国は、前段の
諸法令を可決する場合には、この
指令を参照する規定を定め、又は
官庁出版物の発刊に寄せてそのよ
うな参照の指示を添付しなければ
ならない。各加盟国は、参照の指
示の方法について決定することが
できる。

第 2 項　この指令の規定は、前項前
段の日付の前に又はその後に締結
されたかにかかわりなく、……ま
でに［他の選択肢：第1項前段の
日付から 6 ヵ月後に］締結された
契約に、適用する。

第28条　効力の発生時期
　　この指令は、EU 官報に掲載され

た日の翌日から起算して20日を経過
した日から効力を生ずる。

第29条　名宛人
　　この指令は、各加盟国を名宛人と

する。
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11.7.209, p57-59.）。

※同規則の邦訳としては、カライスコス アントニウス＝寺川永＝馬場圭

太「ビジネス・ユーザーのためのオンライン仲介サービスの公正性及び

透明性の促進に関する欧州議会及び理事会規則 （Regulation （EU） 

2019/1150）：概説および条文訳」NBL 1163号 （2020年） 34頁以下を参

照。

・Directive （EU） 2019/771 on Contracts for the Sale of Goods（物品売買契

約指令）

　規則（EU）2017/2394及び指令（EC）2009/22を改正し指令（EC）

1999/44を廃止する、物品の売買契約の一定の側面に関する欧州議会及び

理事会指令（2019年 5 月20日；OJ L136, 22.5.2019, p28-50.）。

・Digital Content Directive （EU） 2019/770（デジタルコンテンツ指令）

　デジタルコンテンツ及びデジタルサービス供給契約の一定の側面に関する

欧州議会及び理事会指令（2019年 5 月20日；OJ L 136, 22.5.2019, p1-7.）。

※同指令の邦訳としては、カライスコス アントニオス＝寺川永＝馬場圭

太「（翻訳）物品の売買契約の一定の側面に関する欧州議会及び理事会

指令（Directive （EU） 2019/771）」ノモス45号（2019年）161頁以下を

参照。

・General Data Protection Regulation （EU） 2016/679　（一般データ保護規
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　指令（EC）95/46を改正する、個人データの処理に係る自然人の保護及び

当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会指令（2016年 4 月27

日；OJ L 119, 4.5.2016, p1-88.）。
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　指令（EC）2002/65、指令（EC）2009/110、指令（EU）2013/36及び規

則（EU）1093/2010を改正し指令（EC）2007/64を廃止する、域内市場に

おける決済サービスに関する欧州議会及び理事会指令（2015年11月25日；

OJ L 337, 23.12.2015, p35-127.）。
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・Package Travel Directive （EU） 2015/2303（パック旅行指令）
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する欧州議会及び理事会指令」関法62巻 3 号（2012年）436頁を参照。

・Rome I Regulation （EC） 593/2008（ローマⅠ規則）

　契約債務の準拠法に関する欧州議会及び理事会規則（2008年 6 月17日；OJ 

L 177, 4.7.2008, p6-16.）。

・Rome II Regulation （EC） 864/2007（ローマⅡ規則）

　契約外債務関係の準拠法に関する欧州議会及び理事会規則（2007年 7 月11

日；OJ L 199, 31.7.2007, p40-49.）。
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　指令（ECC）84/450、指令（EC）97/7、指令（EC）98/27、指令（EC）

2002/65及び規則（EC）2002/65を改正する、域内市場における事業者の

消費者に対する不公正取引方法に関する欧州議会及び理事会指令（2005年

5 月11日；OJ L 149, 11.6.2005, p22-39.）。

・E-Commerce Directive （EC） 2000/31（電子商取引指令）

　域内市場における情報社会サービス、特に電子商取引の特定の法的側面に

関する欧州議会及び理事会指令（2000年 6 月 8 日；OJ L 178, 17.7.2000, p1-

16.）。

・Consumer Sales Directive （EC） 1999/44（消費者売買指令）
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準則（川村尚子）

　消費用動産売買及びそれに付随する保証の一定の側面に関する欧州議会及

び理事会指令（1999年 5 月15日；OJ L 171, 7.7.1999, p12-16.）。

・Unfair Contract Terms Directive （EEC） 93/13（不公正条項指令）

　消費者契約における不公正契約条項に関する欧州議会及び理事会指令

（1993年 4 月 5 日；OJ L 95, 21.4.1993, p29-34.）。

・Commercial Agents Directive （EEC） 86/653（代理店指令）

　自営商事代理人に関する各加盟国法の整合性に関する評議会指令（1986年

12月18日；OJ L 382, 31.12.1986, p17-21.）。

国内法

・ドイツ民法典（RGB）

・フランス消費法典

EU 立法資料

・消費者のためのニューディール（2019）COM（2018）185

・消費者権利指令に関する提案（2008）COM（2008）614

裁判例

・欧州司法裁判所判例 C-649/17（Amazon EU）

　CJEU case C-649/17 of 10.7.2019, Amazon EU, ECLI:EU:C:2019:576

・欧州司法裁判所判例 C-149/15（Wathelet）

　CJEU case C-149/15 of 9.11.2016, Wathelet, ECLI:EU:C:2016:840

・欧州司法裁判所判例 C-320/16（Uber France）

　CJEU case C-320/16 of 10.4.2018, Uber France, ECLI:EU:C:2018:221

・Oberdorf v Amazon, Third Circuit Court Appeals, No 18-1041, 7/3/19

　United States Third Circuit Court Appeals, No 18-1041, Oberdorf v Am-

azon.com Inc, 7.3.2019
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・ISO 20488:2018（オンライン消費者レビューOnline Consumer Reviews）

　ISO 20488:2018, Online Customer reviews- Principles and requirements 

for their collection, moderation and publication
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